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１．ガイドラインの目的

本ガイドラインは、出荷者、輸配送者、中継者、荷受者などが、それぞれの業務におい

て、輸送の単位（荷物）に取り付けて共通に使用する出荷・輸送・荷受一貫ラベル（以下、

「ＳＴＡＲラベル」と称する。）を作成または利用するために準拠すべき、業種横断的に

共通な要件を規定することを目的とする。

ここでいうＳＴＡＲラベルは、ＡＤＣメディア1を活用し、出荷ラベル、輸配送ラベル、

納品ラベルなど荷物ハンドリング、検品作業などに使用するラベルを包含したものである。

各業界で出荷ラベル、輸配送ラベル、納品ラベルなどを作成する場合には、このガイド

ラインに準拠することが望ましい。

２．適用範囲

日本国内で出荷され、かつ荷受される国内物流に関する輸送単位（荷物）に取り付けら

れるＳＴＡＲラベルのガイドラインを規定しており、その適用範囲は業種業界を問わない。

本ガイドラインは国内物流を対象としているが、基本的には ISO 15394 に準拠したもの

として作成しており、国際物流と整合の取れたものとなっている。とくに断りがない限り、

ISO 15394 に準拠しているものと解釈していただきたい。

輸送単位とは、出荷者、中継者、荷受者などが、輸配送者と受け渡しする荷物の単位を

いい、段ボール箱、通い容器、平パレット、ロールボックスパレット、貨物コンテナなど

様々な形態がある。

ＳＴＡＲラベルは、出荷業務のある段階で輸送単位に取り付けられ、それ以降の出荷業

務、輸配送業務、中継業務、荷受業務などにおいて輸送単位で取り扱われる作業に広く使

用できる。

                                                
1 １次元シンボル、２次元シンボル、無線タグ(RFID タグ)など
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３．関連規格

本ガイドラインが参照している規格、関連する規格などは下記のとおりである。

１）ISO 15394 :2000

「Packaging - Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and

receiving labels」

２）ISO/IEC 15434 :1999

「Information technology  - Transfer syntax for high capacity ADC media」

３）ISO/IEC 15459-1 :1999

「Information technology - Unique identification of transport units - Part 1:

General」

４）ISO/IEC 15459-2 :1999

「Information technology - Unique identification of transport units - Part 2:

Registration procedures」

５）ISO/IEC 15418 :1999

「Information technology -- EAN/UCC Application Identifiers and Fact Data

Identifiers and Maintenance」

６）ISO/IEC 16388 ：1999

「Information technology - Automatic Identification and Data Capture Techniques

- International Bar Code Symbology Specification - Code 39 」

７）ISO/IEC 15417 ：2000

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code symbology specification - Code 128」

８）ISO/IEC 16390 ：1999

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code symbology specifications -- Interleaved 2 of 5」

９）ISO/IEC 15420 ：2000

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code symbology specification - EAN/UPC」
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10）ISO/IEC 16023 ：2000

「Information technology - International symbology specification - MaxiCode」

11）ISO/IEC 16022 ：2000

「Information technology - International symbology specification - Data matrix」

12）ISO/IEC 15438

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code symbology specification - PDF417」

13）ISO/IEC 18004 ：2000

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code symbology - QR Code」

JIS X0510 :1999「２次元コードシンボル（ＱＲコード）－基本仕様」

14）ISO/IEC 15415

「 Automatic Identification and Data Capture Techniques -  International

Conformance Specification -  Linear Bar Code Symbol Print Quality」

15）ISO/IEC 15416 ：2000

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Bar code print quality test specification - Linear symbols」

16）ISO/IEC 15424 ：2000

「Information technology - Automatic identification and data capture techniques

- Data Carrier Identifiers (including Symbology Identifiers)」

17）ISO 6346 ：1995

「Freight Container – Coding, identification and marking」

JIS Z1615 :1987「国際大型コンテナのコード、識別および表示方法」

18）ISO 10374 :1991

「Freight Container – Automatic identification」

19）ISO/IEC 2382 (all parts) :1976～1996

「Information technology - Vocabulary」

JIS X0001～JIS X0027 :1987～1998 「情報処理用語」
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20）ISO 8601:2000

「Data elements and interchange formats - Information interchange –

Representation of dates and times」

JIS X0301 :1992「日付及び時刻の標記」

21）ISO 3166 (all parts)：1997～1999

「Codes for the representation of names of countries and their subdivisions」

JIS X0304 :1994「国名コード」（ISO 3166 を一部変更）

22）ISO/IEC 646:1991

「Information technology - ISO 7-bit coded character set for information

interchange」

JIS X0201 :1997「７ビットおよび８ビットの情報交換用符号化文字集合」

23）JIS X0401 :1973「都道府県コード」

24）JIS X0402 :1994「市区町村コード」

25）JIS Z0108 :1996「包装用語」

26）JIS Z0111 :1999「物流用語」

27）JIS Z0106 :1997「パレット用語」

28）JIS Z1613 :1994「国際貨物コンテナ－用語」

29）JIS X0500 :1995「データキャリア用語」

30）JIS X0501 :1985「共通商品コード用バーコードシンボル」

31）JIS X0502 :1994「物流商品コード用バーコードシンボル」
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４．ＳＴＡＲラベルの体系と活用場面

4.1 ＳＴＡＲラベルの体系

１）輸送単位

ＳＴＡＲラベルは、輸送単位に貼付される。輸送単位は、輸送作業において取り扱

われる物資の単位で、代表的な形態は下記のとおりである。

①段ボール箱

②通い容器

③パレット（平パレット、ロールボックスパレットなど）

④貨物コンテナ（鉄道コンテナ、海上コンテナ、航空コンテナ）

荷扱いの効率化を図るため、いくつかの輸送単位を集合化して、より大きな輸送単

位とすることができる。

２）ライセンスプレートナンバー

輸送単位に対して、一つのユニークなライセンスプレートナンバー（以下、「ＬＰ

Ｎ」と称する。）が付与される。すなわち、一枚のＳＴＡＲラベルに一つのＬＰＮが

記載される。ＬＰＮにより、世界中の輸送単位をユニークに識別することが可能とな

る。

輸送単位がより大きな輸送単位に集合化された場合には、その集合化された輸送単

位に対して新たなＬＰＮを付与する。

日本国内における代表的なＬＰＮの構成例を図表４－１に示す。
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図表４－１　ライセンスプレートナンバー（ＬＰＮ）の構成例

［電子商取引推進センター 1制定ＬＰＮ構成］

発行機関
コード
２桁

「ＬＡ」

標準企業コード
（企業識別コード）

６桁

荷物識別番号

27 桁以内
（STAR ラベルでは12 桁以内とする）

［国際ＥＡＮ協会 2制定ＬＰＮ3構成］

梱包
ﾀｲﾌﾟ
識別
１桁

共通企業コード
(商品メーカコード)

７桁(又は９桁)

連続梱包番号

９桁(又は７桁)

ＣＤ

１桁

（注）梱包ﾀｲﾌﾟは０～９を使用。ＣＤはチェックディジット。

３）ＳＴＡＲラベルの利用業務

ＳＴＡＲラベルは、出荷者によって輸送単位に貼付され、出荷者、輸配送者、中継

者、荷受者などの作業に使用される。ＳＴＡＲラベルは、図表４－２のゴシック体で

示した作業において利用できる。通い容器などにあらかじめＳＴＡＲラベルを貼付し

ピッキングを行う場合には、図表４-２の出庫作業（ピッキング、出庫検品、荷ぞろ

え）にもＳＴＡＲラベルを活用することができる。

図表４－２  ＳＴＡＲラベルの利用業務

業務 作業 作業内訳

受注業務 － －

出荷指示 －

出庫 ピッキング、出庫検品、荷ぞろえ、ＳＴＡＲラベル貼付

出荷仕分 －出荷業務

出荷発送
発送検品、積付、集合ＳＴＡＲラベル(出荷)貼付、

荷渡確認

輸送積込 輸送荷受確認、輸送積込作業
輸送業務

輸送荷卸 輸送荷卸作業、輸送引渡確認

中継荷受 中継荷受確認、中継荷受検品、中継集合化解体

中継仕分 －

中継業務

中継発送

中継発送検品、中継積付、集合ＳＴＡＲラベル(中継)貼

付、

中継荷渡確認

配送積込 配送荷受確認、配送積込作業
配送業務

配送荷卸 配送荷卸作業、配送引渡確認

荷受 荷受確認、荷受検品、集合化解体

入庫仕分 －荷受業務

入庫 格納検品、格納

                                                
1 (財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センターのこと。
2 EAN International のこと。
3 国際ＥＡＮ協会制定ＬＰＮは、SSCC(Serial Shippng Container Code)と称している。

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
ラ
ベ
ル
の
利
用
業
務
範
囲
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発注業務 － －
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４）梱包と個口数

商品は、包装されて取り扱われる。「包装」は、個装、内装および外装に大別され

る。商品の受発注は、通常この包装単位で行われる（「梱包」の定義は、付属書Ａ「用

語の定義」を参照のこと）。

輸送を目的とした包装のことを、ここでは「梱包」と呼ぶ。荷物の輸送は、通常こ

の梱包単位で行われ、輸送単位と一致する。いくつかの包装をまとめて梱包し輸送単

位とすることがあるため、出荷者の包装単位は輸送単位とは必ずしも一致しない。

輸配送を依頼する単位の梱包数（輸送単位数）を、ここでは「個口数」と呼ぶ。輸

配送依頼単位は通常、輸配送の契約単位となり輸配送料金請求の単位となる。いくつ

かの出荷単位（納品単位）の包装をまとめて輸配送を依頼することもあるため、この

個口数と出荷者の包装数は必ずしも等しくはないと考えて取り扱う必要がある。

荷扱いの効率化のキーポイントは、輸送単位をユニークに識別して取り扱えるよう

にすることである。これまでは、上記のように受発注・出荷で取り扱う商品の包装単

位と、輸配送で取り扱う荷物の梱包単位（輸送単位）を曖昧にして取り扱っていたこ

とが、輸配送者との荷物の受け渡しなどにおいて混乱を来す一因となっていた。

図表４－３  梱包・個口数と包装・包装数

包装３

梱包１

梱包２

包装４

包装１ 包装２

包装３ 包装４

包装１ 包装２

個口連番/個口数

１／２
商品数量

４包装

出荷場所

荷届先

運送送り状番号＝12345

個口数＝２

納品番号

２２２２２

運送送り状番号

１２３４５

納品番号

   ＝22222

包装数＝４

納品番号

   ＝33333

包装数＝４

ＳＴＡＲラベル

ライセンスプレートナンバー

輸配送の単位出荷の単位

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 A



- 9 -

５）ＳＴＡＲラベルのデータコンテンツ

ＳＴＡＲラベルには、輸送単位を識別するＬＰＮと輸送単位を取り扱うために必要

な物流支援情報が記載される。物流支援情報には、出荷者、輸配送者、中継者、荷受

者などの荷扱いに必要とする最小限の情報が盛り込まれなければならない。

物流支援情報はＥＤＩでも送信できる。輸送単位を授受する関係者間において、Ｅ

ＤＩの環境が整い、かつそのＥＤＩ情報が荷扱い現場で活用できるようになっている

場合には、ＳＴＡＲラベルのデータコンテンツはＬＰＮのみで良い。

６）輸送容器識別子と商品識別コード

貨物コンテナ、ロールボックスパレット、通い容器などの輸送容器には、通常、輸

送容器を管理するための輸送容器識別子が付与されている。

これらの輸送容器は、通常そのまま輸送単位となり、輸送容器識別子のユニーク性

が保証されれば、ＬＰＮの代わりとして使用できる。

また、同一商品アイテムを大量に取り扱う消費財系商品などでは、商品梱包を個々

にユニークに識別しなくとも、商品名と数量による授受確認で十分な場合が多い。こ

のような場合には、商品識別コード（ＩＴＦコード、ＪＡＮコード）と商品数量によ

り、荷扱い確認が可能である。商品識別コードは、輸送単位をユニークに識別するも

のではないが、荷物をハンドリングするキー情報として活用できる。

図表４－４  輸送容器識別子と商品識別コード

輸送容器識別子

・輸送容器を識別するコード

・輸送容器＝輸送単位

商品識別コード

・商品を識別するコード

・商品梱包を個々に識別はできない

国際的なユニーク性が確保され

れば、ライセンスプレートナン

バーの代わりとして使用可能

商品識別コードと商品数量によ

り商品の受け渡しが可能な環境
では、荷物ハンドリングのキー

情報として活用できる。
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７）ＡＤＣメディアの活用

ＳＴＡＲラベルに使用するＡＤＣメディア4は、１次元シンボル、２次元シンボル、

および無線タグ（RFID タグ）とする。

業種横断的に共通に使用できるＳＴＡＲラベルを実現するために、高容量ＡＤＣメ

ディア（現状では２次元シンボル）を有効に活用する。ＳＴＡＲラベルに記載する見

読文字データや１次元シンボルは最小限とし、その他の支援情報は２次元シンボルに

格納するようにする。これにより、一定のＳＴＡＲラベル・サイズ範囲で共通に使用

できるＳＴＡＲラベルが設計できる。

(1) １次元シンボル

１次元シンボルは、輸送単位を取り扱う事業者が保有するデータベースにアク

セスするために必要なキー情報（データベース・ポインタ情報）を格納するために

使用する。

(2) ２次元シンボル

２次元シンボルは、下記の２種類の情報を格納するために使用する。

ただし、使用する場合は、取引相手企業間で合意が必要である。

①輸送単位の高速仕分や追跡のための情報

②輸送単位のハンドリングに必要な支援情報

(3) 無線タグ（RFID タグ）

無線タグは、データベースにアクセスするために必要なキー情報、輸送単位の仕

分・追跡情報、および輸送単位のハンドリング支援情報を格納するために使用す

る。

ただし、使用する場合は、取引相手企業間で合意が必要である。

                                                
4 ADC:Automatic Data Capture（自動データ取得）の略
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８）物流経路におけるＳＴＡＲラベルの適用範囲

ＳＴＡＲラベルには、通常は荷届先名が記載されるため、その有効範囲はＳＴＡＲ

ラベルに記載された荷届先までに限定される。物流情報化が進んだ究極の状態では、

ＳＴＡＲラベルにはＬＰＮしか記載されないため、出荷時の輸送単位が変化しない限

り有効となる。

メーカーから小売業までの物流経路におけるＳＴＡＲラベルの一般的な適用範囲例

を図表４－５に示す。

図表４－５  ＳＴＡＲラベルの一般的な適用範囲例

メーカー 卸売業 小売業
発注 発注

メーカー工場 物流センター（保管型） 小売業店舗

保管

STAR ラベルＡの有効範囲 STAR ラベルＢの有効範囲

メーカー 卸売業 小売業
発注 発注

メーカー工場 物流センター（通過型） 小売業店舗

仕分

ＳＴＡＲラベルＡの有効範囲

ピッキ
ング

ＳＴＡＲラベル ＳＴＡＲラベル ＳＴＡＲラベル ＳＴＡＲラベル

ＳＴＡＲラベル ＳＴＡＲラベル

ＳＴＡＲラベルＳＴＡＲラベル
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4.2 ＳＴＡＲラベルの活用場面

１）ＳＴＡＲラベルの活用環境

ＳＴＡＲラベルは、活用環境により、ＳＴＡＲラベルの必要度やＳＴＡＲラベルに

格納すべきコンテンツが変わる。

図表４－６  ＳＴＡＲラベル活用環境の区分

特別積合せトラック運送 専用トラック運送

定期ルート配送

不特定多数の荷届先

多品種小ロット出荷

多数の荷届先・大ロット出荷

限定した荷届先・大ロット出荷 ラベルなしの場合あり

(1) 特別積合せトラック運送と専用トラック運送

特別積合せトラック運送の場合は、輸配送者側では不特定の出荷者の荷物を混在

して取り扱うため、ＬＰＮ、荷届先住所などを記載したＳＴＡＲラベルは必須であ

る。

(2) 限定した荷届先・大ロット出荷

大衆消費財をメーカーから卸売業に大ロットで出荷する場合には、ラベルを使用

せずに商品梱包にソースマーキングされた商品識別コードと商品数量によって、出

荷、荷受の作業を行っているケースが多く見られるためＳＴＡＲラベルは、あまり

必要とされない。

(3) 多数の荷届先、多品種小ロット出荷

上記(2)のような限定した環境以外では、出荷、仕分、荷受などの作業効率化の

ためにＳＴＡＲラベルが必要とされる。

高い

ＳＴＡＲラベルの必要度

低い

輸配送者用ラベル必須
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２）ＥＤＩとの連携

ＳＴＡＲラベルのＬＰＮにより、輸送単位を一つ一つユニークに識別することがで

きる。

出荷者が、事前出荷明細情報（以下、「ＡＳＮ（Advanced Shipping Notice）」と称

する。）として、ＬＰＮとともに確定した出荷明細情報を荷受者にＥＤＩで送信して

おくことにより、荷受者はＡＳＮと発注情報を事前に突き合わせ納品・欠品状況を把

握でき、荷受時にはＡＳＮとＳＴＡＲラベルのＬＰＮにより検品作業を間違いを防ぎ

効率よく行うことが可能となる。

このように、ＳＴＡＲラベルをＥＤＩと連携させて活用することが、物流の効率化、

高品質化を実現するために重要なことである。
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4.3 ＳＴＡＲラベルの導入効果と効果配分

１）ＳＴＡＲラベルの導入効果

ＳＴＡＲラベルを導入することによる主な効果は、以下のとおりである。

(1) ラベル作成・貼付コストの削減

①出荷ラベル、納品ラベル、輸配送ラベルなど荷扱いに必要な複数のラベルを 1 枚

で実現できる。

②取引先ごとに異なる内容のラベルを、ＳＴＡＲラベルに集約できる。

③各事業者が必要のつど個別に作成・貼付していたラベルが不要となる。

（例えば、輸配送ラベル、仕分ラベルなどが不要となる。）

(2) 作業の効率化

①荷物の受渡し確認作業が、効率化できる。

②出荷時、荷受時の検品作業が、効率化できる。

③出荷、中継、輸配送、荷受の各作業における仕分作業が、効率化できる。

(3) 物流の高品質化

①荷物の追跡性が、向上する。

②出荷、仕分、輸配送のミスを軽減できる。

③物流現場作業の自動化を促進できる。

(4) 物流システム構築コストの低減

①各社別の個別コードの管理が、不要となる。

②スキャナ組込み機能が、標準化される。

③ＳＴＡＲラベル作成、読取システムが、標準化される。

④荷扱い業務が、標準化される。

⑤標準化により自動仕分装置などのコスト低減が、期待できる。

(5)物流情報共通基盤の確立

①物流情報の企業間連携が、スムーズになる。

②物流の共同化促進の基盤となる。

③中小企業の物流情報化が、促進される。
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２）ＳＴＡＲラベル導入効果の配分

ＳＴＡＲラベル導入の阻害要因の一つは、ＳＴＡＲラベルを作成し貼付する出荷者

側の負担が大きいことである。一方、ＳＴＡＲラベルをより有効に利用できる荷受者、

中継者、および輸配送者が、大きな恩恵を受ける。

このため、ＳＴＡＲラベルの作成・貼付コストを出荷者側だけが負担するのではな

く、サプライチェーン全体で負担する仕組みの確立が必要である。例えば、ＳＴＡＲ

ラベルの付かない荷物を受け取る場合は割増料を徴収するなどの方法により、ＳＴＡ

Ｒラベルを作成し荷物に取り付けるコストを荷受者側から出荷者側に還元するなどの

仕組みが必要である。
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５．ＳＴＡＲラベルのコンセプト

5.1 ＳＴＡＲラベルの定義

ＳＴＡＲラベル（正式には「出荷・輸送・荷受一貫ラベル」と称する。）は、製造・生

産、卸売、小売などの複数の事業者間で移動する物資（荷物または貨物）（以下、「荷物」

と称する。）に対し、出荷時にその輸送単位（梱包、パレット、コンテナなど）に取り付

けられ、輸送単位の識別、出荷、仕分、荷受などの物流業務において関係する事業者間

で共通に使用するラベルをいう。

ＳＴＡＲラベルは、荷物の出荷時に取り付けられ、ＳＴＡＲラベルによって示される

荷届先に荷物が届けられるまでに関係する出荷者、輸配送者、中継者（物流センター荷

扱者など）、荷受者などによって共通に使用される。

ＳＴＡＲラベルに格納される情報内容は、出荷者、輸配送者、中継者および荷受者と

の共同作業によって完成されるものであることに注意を払う必要がある。

本ガイドラインでは、工場内の部品搬送、物流センター内の荷物移動など、同一企業

構内に閉じた製品や荷物の移動は対象としない。
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5.2 輸送単位の定義

本ガイドラインでは、複数の事業者間で出荷、仕分、輸送、荷受などの荷物の移動に

関わる業務において荷物を取り扱う単位を「輸送単位」(transport unit)と称する。

したがって、輸送単位は、輸配送者が荷物を取り扱う単位を示し、必ずしも倉庫など

における商品の保管単位を示すものではない。

本ガイドラインでは、輸送単位として以下の３レベルを想定する。

①最小輸送単位…荷物を取り扱う最小の単位、通常は輸送梱包。

（例）段ボール箱、通い容器、ドラム缶など

②パレット………複数の最小輸送単位をユニット化したもの。

（例）平パレット、ボックスパレット、シートパレット、

特殊パレット（エアパレット、防振パレット）など

③貨物コンテナ…複数の最小輸送単位またはパレットなどを格納する容器。

（例）鉄道コンテナ、海上コンテナ、航空コンテナなど

図表５－１  輸送単位の例

段ボール箱
パレット

ドラム缶

貨物コンテナ
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5.3 ＳＴＡＲラベルの適用範囲

ＳＴＡＲラベルは、荷届先の決まった荷物が出荷者によって出荷され、輸配送者、中

継者などを経由して、荷届先として指定された荷受者に届けられるまでの荷物のハンド

リング業務に使用できる。

製造業から出荷された荷物が卸売業に一時保管される場合は、製造業出荷時に荷物に

取り付けられたＳＴＡＲラベルは、通常は卸売業でその役割を終える。小売業からの注

文により卸売業出荷時に新たにＳＴＡＲラベルが取り付けられ小売業に届けられる（ケ

ースＡ）。

製造業出荷時に荷届先として小売業名が決まっている場合には、ＳＴＡＲラベルは卸

売業を通過して小売業に届けられるまで使用可能である（ケースＢ）。

図表５－２  ＳＴＡＲラベルの適用範囲の例

小売業輸配送業卸売業輸配送業製造業

荷渡確認

発送検品

ﾗﾍﾞﾙ貼付

出庫

荷物仕分

荷物追跡 入庫

受注

発注受注

荷受検品

荷受確認

出庫

発注

荷受確認

荷渡確認

荷渡確認

発送検品

ﾗﾍﾞﾙ貼付

荷物仕分

荷物追跡 売場搬送

荷受検品

荷受確認荷受確認

荷渡確認

荷渡確認

発送検品

ﾗﾍﾞﾙ貼付

荷物仕分

荷物追跡 発送検品

荷物仕分

荷受確認荷受確認

荷渡確認

出庫

荷渡確認

荷物仕分

荷物追跡

荷受確認

荷渡確認

売場搬送

荷受検品

荷受確認

卸売業にて商品を一旦保管するケースＡ

商品が卸売業で保管されずに通過するケースＢ
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5.4 ＳＴＡＲラベルの活用場面

１）ＳＴＡＲラベルの活用業務

ＳＴＡＲラベルは、ＳＴＡＲラベルを貼付した以降の出荷業務、輸配送業務、中継

業務、荷受業務などに使用できる。ＳＴＡＲラベルは、事前出荷明細情報、輸配送依

頼情報、出荷依頼情報、入庫予定情報などのＥＤＩメッセージと連携して使用すると、

より効果のある使い方ができる。

ＳＴＡＲラベルを活用できる主な作業を以下に示す。

(1) 出荷業務

出荷仕分、発送検品、積付け、輸配送者への荷渡確認

(2) 輸送業務

出荷者からの荷受確認、車両への積込み、輸送仕分、荷卸、中継者への荷渡確認

(3) 中継業務（卸売業物流センターなどで保管されず通過するケース）

輸送者からの荷受確認、荷受検品、中継仕分、発送検品、積付け、配送者への荷

渡確認

(4) 配送業務

中継者からの荷受確認、車両への積込み、配送仕分、荷卸、荷受者への荷渡確認

(5) 荷受業務

配送者からの荷受確認、荷受検品、入庫仕分、格納検品、格納（陳列）

２）小口荷物

荷物の小口化・多頻度輸送が進んでおり、また１つの梱包に異なった商品を詰めた

混載梱包の荷物も多くなっている。これらの荷物ハンドリングの効率化を図るために

は、輸送単位１つ１つをユニークに識別するためのＳＴＡＲラベルの必要性がますま

す高まっている。

メーカーからの１回の出荷量が多い荷物（例えば、日用雑貨品、加工食品などの大

衆消費財）については、ラベル貼付の手間を省くために物流商品コードなどを商品梱

包にソースマーキングして特定の荷扱い業務に使用するケースが見られる。また、荷

物の識別に通い容器番号、ロールボックスパレット番号を使用するケースも見られる。

これらの物流商品コード、通い容器番号、ロールボックスパレット番号などは、輸
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送単位を識別するための手段という意味で、ＳＴＡＲラベルの機能の一部を代行する

ものである。ただし、物流商品コードは輸送単位を１つ１つ識別することはできない

ことに注意を払う必要がある。

３）一般貨物輸送

ＳＴＡＲラベルは、出荷者や荷受者だけでなく輸配送者も共通に使用するものであ

る。貸切貨物輸送で毎日決まった商品を荷届先に配送するような場合には、ＳＴＡＲ

ラベルに輸配送者向けの情報はほとんど必要ないかもしれない。しかし、一般には、

輸配送者と出荷者・荷受者との荷物の受け渡し確認や輸配送作業のために、運送送り

状、配送伝票などの補助帳票を使用しコストや時間を費やしていることが多く、これ

らの機能をＳＴＡＲラベルに盛り込んでいくことにより、伝票レスによる荷扱いの効

率化を図ることが可能となる。
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5.5 ＳＴＡＲラベルの媒体

ＳＴＡＲラベル・コンテンツを格納する媒体には、印刷媒体（光学的媒体）と電子媒体

がある。印刷媒体には、手書き文字なども含むものとする。印刷媒体の代表的なものは紙

であり、電子媒体の代表的なものは無線タグ（RFID タグ）である。

印刷媒体には、文字（英数字、漢字、カナ、記号）、会社ロゴ、１次元シンボル、２次

元シンボルなどが記載される。

図表５－３　ＳＴＡＲラベルの媒体

ＳＴＡＲラベルの媒体 印刷媒体

電子媒体

紙

プラスチックなど

無線タグ(RFID ﾀｸﾞ)

ＩＣカードなど
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5.6 ＳＴＡＲラベル・コンテンツとレイアウト

１）コンテンツ格納領域とレイアウト

ＳＴＡＲラベルのコンテンツを格納する領域を、下記の３つの領域に分ける。

①輸配送者用領域

主として輸配送者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

②荷受者用領域

主として荷受者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

③出荷者用領域

主として出荷者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

輸送単位のサイズや構造が許す場合には、上記の３つの領域は、輸配送者用領域、

荷受者用領域、出荷者用領域の順に配置するものとする。それぞれの領域には、文字、

１次元シンボル、２次元シンボルなどが記載される。

図表５－４　コンテンツ格納領域とレイアウト

輸配送者用領域

荷受者用領域

出荷者用領域
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２）コンテンツのイメージ

ＳＴＡＲラベルは、荷主が出荷・納品業務に主として使用している「出荷・納品ラ

ベル」と輸配送事業者が主として使用している「輸配送ラベル」を合わせたコンテン

ツを持つラベルをイメージしている。「出荷・納品ラベル」は、具体的には、流通業

界のＳＣＭラベルや標準ＰＤラベル、電子機器業界のＤラベル、自動車業界の現品ラ

ベルなどをイメージしている。

図表５－５　ＳＴＡＲラベル・コンテンツのイメージ

コンテンツは、ＡＤＣメディアシンボルと見読文字などで表現する。

ＡＤＣメディアシンボルは、１次元シンボル、２次元シンボル、および無線タグ（RFID

タグ）とし、見読文字などは、文字、ロゴマークなどとする。

ＳＴＡＲラベルに格納するコンテンツの量は、関係する取引先や利用環境により

異なる。特定の事業者間で使用する場合は、既知情報が省略できるためＳＴＡＲラ

ベルのコンテンツの量は少なくて済むが、不特定の事業者間で使用する場合は、既

知情報が少ないためＳＴＡＲラベルのコンテンツの量は多くなる。また、ＥＤＩと

連携して使用するような場合には、輸送単位を識別するライセンスプレートナンバ

ーだけが記載されているＳＴＡＲラベルでもよい。

出荷・納品ラベ

輸配送ラベル

＋ ＳＴＡＲラベル

物流商品コード、
輸送容器番号など

ＳＴＡＲラベル機能の

一部を代行
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5.7 ＡＤＣメディアの活用方法

１）ＡＤＣメディアの用途

ＳＴＡＲラベルに使用するＡＤＣメディアは、１次元シンボル、２次元シンボル、

および無線タグ（RFID タグ）とする。

ＳＴＡＲラベルにおける各ＡＤＣメディアの用途は以下のとおりである。

①１次元シンボル

１次元シンボルは、輸送単位を取り扱う事業者が保有するデータベースにアクセ

スするために必要なキー情報（データベース・ポインタ情報）を格納するために

使用する。

②２次元シンボル

２次元シンボルは、下記の２種類の情報を格納するために使用する。２次元シン

ボルは、取引相手企業間で合意の取れた場合に使用する。

ⅰ　輸送単位の高速仕分や追跡のための情報

ⅱ　輸送単位のハンドリングに必要な支援情報

③無線タグ（RFID タグ）

無線タグ（RFID タグ）は、データベースにアクセスするために必要なキー情報、

輸送単位の仕分・追跡情報、および輸送単位のハンドリング支援情報を格納する

ために使用する。無線タグは、取引相手企業間で合意の取れた場合に使用する。
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２）ＡＤＣメディアシンボルの種類

ＳＴＡＲラベルに使用するＡＤＣメディアシンボルは、ISO 15394 で推奨している

シンボルを使用することを基本とする。取引関係企業間で合意した場合には、ＩＳＯ

規格化されたＡＤＣメディアシンボルのなかから選択して使用することができるもの

とする。

(1) ISO 15394 で推奨しているシンボル

ISO 15394 では、下記のシンボルを推奨している。

１次元シンボル：Code 39、Code 128

２次元シンボル：MaxiCode（運送事業者仕分・追跡用に使用）

PDF417（支援情報格納用に使用）

(2) ＩＳＯ規格化されているシンボル

１次元シンボル ：Code 39（ISO/IEC 16388）

  Code 128（ISO/IEC 15417）

  Interleaved 2 of 5（ISO/IEC 16390）--ITF

  EAN/UPC（ISO/IEC 15420）--JAN

２次元シンボル ：PDF417（ISO/IEC 15438）

  MaxiCode（ISO/IEC 16023）

  Data matrix（ISO/IEC 16022）

  QR Code（ISO/IEC 18004）
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３）高容量ＡＤＣメディアとＥＤＩの活用

業種・業界横断的に関係者が共通に使用できるＳＴＡＲラベルを実現するためには、

当該の輸送単位に関係する事業者が必要とする情報をすべてＳＴＡＲラベルに格納す

る必要がある。

紙などの印刷媒体や文字表記だけでは、格納する領域が物理的に限られているため、

これまで上記の要求を満たすＳＴＡＲラベルの実現は不可能であった。

２次元シンボルや無線タグ（RFID タグ）などの高容量ＡＤＣメディアの登場によ

り、これらの要求を満たすＳＴＡＲラベルを実現することが可能となった。すなわち、

荷扱いに必要な最小限の情報は文字や１次元シンボルで記載し、その他の支援情報な

どは２次元シンボルや無線タグ（RFID タグ）に格納することにより、あるいはＥＤ

Ｉ情報として取引相手に伝送することにより、限られた物理的スペースのＳＴＡＲラ

ベルの中に関係者が必要とする情報を格納することができる。

図表５－６　高容量ＡＤＣメディアとＥＤＩの活用

ＳＴＡＲラベル

見読文字・図形

荷扱いに必要な最小限の

情報

その他の支援情報など

小容量ＡＤＣメディア

高容量ＡＤＣメディア

１次元シンボル

２次元シンボル

無線タグ(RFID ﾀｸﾞ)

ＥＤＩ情報

ＡＤＣメディア
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5.8 主要なコンテンツ

１）ライセンスプレートナンバー（ＬＰＮ）

ＬＰＮは、その発行者によって輸送単位にユニークに付与された番号である。ＬＰ

Ｎの発行者は、国際登録機関（Registration Authority）に登録されている発行機関

（Issuing Agency）によって認定される。

ＳＴＡＲラベル作成者は、本ガイドラインに定める規則にしたがいＬＰＮを作成し

なければならない。これにより、どの出荷者から出された輸送単位でもＬＰＮにより

ユニークに識別することが可能となる。

印刷媒体の場合、ＬＰＮは１次元シンボルで表現し、ＳＴＡＲラベルの最も底部に

配置しなければならない。

２）輸配送者用領域

以下の内容を輸配送者用領域に記載する。

①荷届先情報

②出荷場所情報

③個口数

④着荷指定日時

⑤輸配送者のキー情報（運送送り状番号）

３）荷受者用領域

以下の内容を荷受者用領域に記載する。

①物流商品コード

②荷受者のキー情報（発注番号）

４）出荷者用領域

以下の内容を出荷者用領域に記載する。

①製造番号

②賞味期限

③商品数量

④出荷者のキー情報（出荷番号または納品番号）
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5.9 輸送単位の集合化

荷扱いの効率化のために、複数個の輸送単位が、より大きな輸送単位に集合化される。

パレット、貨物コンテナなどは、輸送単位を集合化する代表的な輸送容器である。

単一の輸送単位にも、集合化された輸送単位にも、それぞれにＳＴＡＲラベルが取り

付けられる。前者のＳＴＡＲラベルを「単一ＳＴＡＲラベル」と呼び、後者のＳＴＡＲ

ラベルを「集合ＳＴＡＲラベル」と呼ぶこととする。

集合ＳＴＡＲラベルには、単一ＳＴＡＲラベルごとの明細情報を盛り込むこともできる。

図表５－７　輸送単位の集合化とＳＴＡＲラベルの例

メーカー 通過型物流センター 店舗

集合ＳＴＡＲラベル単一ＳＴＡＲラベル 集合ＳＴＡＲラベル単一ＳＴＡＲラベル 単一ＳＴＡＲラベル

出荷者 荷受者発ターミナル

単一ＳＴＡＲラベル
集合ＳＴＡＲラベル

着ターミナル

単一ＳＴＡＲラベル
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5.10 ＳＴＡＲラベル・データエレメント集の整備

ＳＴＡＲラベルに格納する必要のあるデータエレメントをすべてリストアップし、ＳＴ

ＡＲラベル・データエレメント集として整備する。具体的には輸配送者が必要とするデー

タエレメント、および出荷者／荷受者が必要とするデータエレメントをリストアップする。

ただし、企業独自のデータエレメントは除外する。

ＳＴＡＲラベルの作成者は、ＳＴＡＲラベル・データエレメント集の中から必要なデ

ータエレメントを選択して使用する。

出荷者／荷受者が必要とするデータエレメントは、対象とする業種・業界が多岐にわた

るため、消費財系物流と生産財系物流に分けて整理する。必要であれば、さらに業種・業

界に分けて整理する。

ＳＴＡＲラベルのデータエレメント集の整備に当たっては、物流ＥＤＩ標準「JTRN」、

流通標準ＥＤＩ「JEDICOS」のデータエレメント（データ要素）との整合を図り、ＥＤＩ

と整合の取れたものとする。

図表５－８　ＳＴＡＲラベル・データエレメント集とＥＤＩデータエレメント集

ＳＴＡＲラベル・データエレメント集

輸配送関係データエレメント集

消費財系データエレメント集

生産財系データエレメント集

Ａ業種データエレメント集

Ｂ業種データエレメント集

ＥＤＩ

データエレメント集

JTRN

データエレメント集

整合

JEDICOS

データエレメント集
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６．ＳＴＡＲラベルのコンテンツ

6.1 基本コードの定義

6.1.1 ライセンスプレートナンバー

１）ライセンスプレートナンバーの枠組み

ライセンスプレートナンバー（ＬＰＮ） 1は、その発行者によって輸送単位に対し

てユニークに付与された番号である。ＬＰＮの発行者は、国際登録機関に登録されて

いる発行機関によって認定される。

ＳＴＡＲラベル作成者は、本ガイドラインに定める規則にしたがいＬＰＮを作成し

なければならない。これにより、どの出荷者から出された輸送単位でもＬＰＮにより

ユニークに識別することが可能となる。

ＬＰＮの枠組みと番号の保守手続などについては、ISO/IEC 15459-1 および ISO/IEC

15459-2 に準拠する。

ＬＰＮの基本構成を図表６－１に示す。

図表６－１　ライセンスプレート（ＬＰＮ）の基本構成

発行機関

コード
発行機関が定めたフォーマット

発行機関コード（ＩＡＣ）は、ISO/IEC 15459 に規定されているＬＰＮのフォーマ

ットを制定し管理する機関のコードである。ＬＰＮは、ISO 646（小文字と句読点を

除く）の英数字の大文字だけを使用する。

ＬＰＮの文字数は最大 35 文字とする。ただし、１次元シンボルでの効率的な使用

をどこでも可能とするために、ＬＰＮは 20 文字以内とすることを推奨する。データ

処理システムでは将来の拡張性を考慮し 35 桁の文字数を処理できるようにすべきで

                                                
1 Transport Unit Identfier（輸送単位識別子）とも呼ばれる。
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ある。
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２）ＬＰＮの発行

ＬＰＮの発行者は、発行機関（Issuing Agency）によって認可された者でなければ

ならない。発行機関は、ＬＰＮの発行者に対して発行者コード（企業コード）を割当

てる。

ＬＰＮの発行者は、発行機関によって指定されたフォーマットにしたがい、発行機

関に責任があるすべてのユーザに対し、発行した番号が使用されなくなる十分な期間

が経過するまで、同一の番号を再発行してはならない。

発行機関は、国際登録機関（Registration Authority）によって認定された機関で

あり、日本国内では、下記の機関がある。

（財）日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター2

Electronic Commerce Promotion Center

発行機関コード「ＬＡ」

（財）流通システム開発センター 流通コードセンター3

Distribution Code Center Japan

（国際ＥＡＮ協会の日本の管理機関）

発行機関コード「０～９」

３）１次元シンボルでの使用

ＬＰＮを１次元シンボルで使用する場合には、ＬＰＮの前にＬＰＮを示す EAN/UCC

アプリケーション識別子または FACT データ識別子を付けるものとする。

ＬＰＮを１次元シンボルで使用する場合は、以下のいずれかとする。

①アプリケーション識別子「00」を使用する SSCC（UCC/EAN-128の場合）

②FACT データ識別子「J」を使用するＬＰＮ（Code 39または Code 128 の場合）

                                                
2 （財）日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター

（〒135-8073）東京都江東区青海２丁目 45 番　タイム24 ビル 10 階

TEL 03-5500-3600　FAX 03-5500-3660
3 （財）流通システム開発センター 流通コードセンター

（〒107-0052）東京都港区赤坂７－３－37　プラース・カナダ　３階

TEL 03-5414-8512　FAX 03-5414-8503
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４）ＬＰＮの構成

日本国内の発行機関が定めているＬＰＮの構成を以下に示す。いずれのＬＰＮを混

在して使用しても発行機関コードによりユニーク性が保たれる。

(1) 電子商取引推進センターのＬＰＮ

(財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センターは、ＬＰＮの構成として図

表６－２に示すフォーマットを規定している。

電子商取引推進センターには発行機関コードとして「ＬＡ」の２文字が割当てら

れている。荷物識別番号の長さは、27 桁以内に各業界で決定することとしている。

このＬＰＮの利用者は、電子商取引推進センターより発行者コードとしてＣＩＩ

標準企業コード（企業識別コード）を取得して使用することとなる。

図表６－２　電子商取引推進センター制定ＬＰＮの構成

発行機関

コード

２桁

「ＬＡ」

標準企業コード

（企業識別コード）

６桁

荷物識別番号

27 桁以内

ＬＰＮを１次元シンボルで使用する場合には、20 桁以内で使用することが推奨

されているため、ＳＴＡＲラベルでは図表６－３のフォーマットを使用することと

する。

図表６－３　ＳＴＡＲラベルの電子商取引推進センター制定ＬＰＮの構成

発行機関

コード

２桁

「ＬＡ」

標準企業コード

(企業識別コード)

６桁

荷物識別番号

12 桁以内
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(2) 国際ＥＡＮ協会のＬＰＮ

国際ＥＡＮ協会が定めるＬＰＮの構成を図表６－４に示す。このＬＰＮは、国際

登録機関が国際ＥＡＮ協会に割当てた発行機関コード「０」～「９」を梱包タイプ

識別として使用している。このＬＰＮは、SSCC(Serial Shipping Container Code)

と呼ばれている。

日本における共通企業コード（商品メーカーコード）の付番貸与は、(財)流通シ

ステム開発センターが行っている。

図表６－４　国際ＥＡＮ協会制定ＬＰＮの構成

梱包

ﾀｲﾌﾟ

識別

１桁

共通企業コード

(商品メーカーコード)

７桁(又は９桁)

連続梱包番号

９桁(又は７桁)

DCC

１桁

梱包タイプ識別（発行機関コードを兼ねる）：

「０」＝ケースまたはカートン

「１」＝パレット（ケース、カートンより大きい輸送単位）

「２」＝コンテナ（パレットより大きい輸送単位）

「３」＝上記以外の輸送単位

「４」＝企業内部規定による場合（社内用途）

「５」＝取引企業間の相互協定による場合

「６」～「９」＝リサーブのため、使用禁止とする

共通企業コード：グローバルロケーションナンバーにおける共通企業コード（商品メ

ーカーコード）

通常は、国コード（２桁）＋メーカーコード（５桁または７桁）

連続梱包番号　：梱包を識別する番号

DCC：データチェックキャラクタ（この DCC の前 17 桁をモジュラス10 で計算したも

の）
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(3) その他のＬＰＮ

その他、図表６－５に示す機関が、ＬＰＮの構成を制定し、発行者コードを割当

てている。最新の情報は下記のＵＲＬ（2001 年３月現在）を参照のこと。

http://www.nni.nl/nl/pro/line/ISOIEC15459_and_EN1572_register.html

これらのＬＰＮを使用したＳＴＡＲラベルが日本国内で取り扱われる可能性があ

ることに留意する必要がある。例えば、輸入貨物のＳＴＡＲラベルや、日本国内で

事業を行う外資系企業が使用するＳＴＡＲラベルなどである。

図表６－５　発行機関コード(ＩＡＣ)の登録状況（2000/07/11 現在）

ＩＡＣ 機関名 所在地

0 thru 9 EAN-international

 European Article Numbering  Association

EAN-international

 Rue Royale, 145

 1000 BRUSSELS

 BELGIUM

J Universal Postal Union Universal Postal Union

 Case Postale

 3000 Berne 15

 SWITZERLAND

KNO NORSK EDIPRO Norsk EDIPRO

 Drammensveien 30

 N-0202 OSLO

 NORWAY

LA JIPDEC/ECPC

 Electronic Commerce Promotion Center
 /Japan Information Processing
 Development Center

JIPDEC/ECPC

 2-45 Ohme Koto-ku  TOKYO

 JAPAN

LB Telchordia Technologies, Inc. Telchordia Technologies, Inc.

 Room PY5 5D-219

 Piscataway, NJ 08854-3923

 USA

LE EDIFICE

 Electronic Data Interchange for
 Companies with Interest in
 Computing And Electronics

EDIFICE

 Rue du Rhome, 100

 1204 GENEVA

 SWITZERLAND

LF FIATA

 International Federation of Freight
 Forwarders Associations

FIATA

 Baumackerstrasse 24,

 CH-8050 ZURICH

 SWITZERLAND

LH EHIBCC

 European Health Industry Business
 Communications Council

EHIBCC

 100-102 Rue Theodore Decuyper

 1200 Woluwe St. Lambert

 BELGIUM
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ND NEDLLOYD-UNITRANS Nedlloyd Unitrans GmbH

 Karlstrasse 76

 40210- D ﾜ SSELDORF

 GERMANY

NL PTT POST BV PTT Post BV

 Prinses Beatrixlaan 23

 2595 AK 's-GRAVENHAGE

 THE NETHERLANDS

OD ODETTE Odette

 Forbes House

 Halkin Street

 London SW1X 7DS

 UNITED KINGDOM

PA CEPI

 Confederation of European Paper
 Industries

CEPI

 250 Avenue Louise

 B-1050 BRUSSELS

 BELGIUM

QC CEFIC

 European Chemical Industry Council

CEFIC

 Av. E. van Nieuwenhuyse 4-1

 B-1160 BRUSSELS

 BELGIUM

SI SIEMENS Siemens AG

 D-80286 MUNICH

 GERMANY

ST EUROFER

 European Confederation of Iron And Steel
 Industries

EUROFER

 Rue du Noyer, 211

 B-1000 BRUSSELS

 BELGIUM

TN GD Express Worldwide NV GD Express Worldwide NV

 Hoogoorddreef 62

 1101 BE AMSTERDAM

 THE NETHERLANDS

UN Dun & Bradstreet Dun & Bradstreet

 3 Sylvan Way

 PARSIPPANY NJ 07054

 USA

UT EuroExpress

 Verein EuroExpress Logistics

Verein EE Logistics

 20, Place des Halles

 67000 STRASSBOURG

 FRANCE

VGL van Gend & Loos van Gend & Loos

 Odijkerweg 19

 3972 NE DRIEBERGEN-RYSENBURG

 THE NETHERLANDS

VIB IBM EMEA

 International Business Machines

IBM EMEA

 Tour Descartes

 F-92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

 FRANCE
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6.1.2 標準事業者コード

１）標準事業者コード（企業コード）の種類

標準事業者コードには、「標準企業コード」または「共通企業コード」を使用する

ことを推奨する。ただし、ダンズナンバーなどほかの標準事業者コードを使用するこ

とを妨げるものではない。

「標準企業コード」と「共通企業コード」は、日本国内で登録が可能で、ＥＤＩ、

商品コードなどに広く使われている。

(1) 標準企業コード（12 桁）

(財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センターが管理している標準事業者

コードである。「標準企業コード」は、日本国内で広く普及しているＣＩＩ構文規

則によるＥＤＩに使用されている。

C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6

1   2   3   4   5   6   7    8   9  10   11  12

C1 ～ C6  ：企業識別コード（６桁）（C1：０を除く英数字（現在、1～9 を使用）

D1 ～ D6  ：枝番(支店・部門番号など)（６桁）
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(2) 共通企業コード

（財）流通システム開発センター が管理している標準事業者コードである。「共

通企業コード」には複数のコードがあるが、最終的にはグローバル・ロケーション

ナンバーに一本化していくことになっている。

①共通取引先コード（６桁）

N1 N2 N3 N4 N5 CD

  1   2   3   4    5   6

N1 ～ N5  ：事業所コード（５桁）［実際は企業識別コードと同じ］

CD        ：チェックディジット(1桁)

②ＪＡＮメーカーコード（５桁）

ＪＡＮコード体系に組込まれて利用されている。

４ C2 M1 M2 M3 M4 M5 L1 L2 L3 L4 L5 CD

 1   2   3   4    5   6    7   8   9   10   11  12  13

C2        ：「９」または「５」（ＪＡＮコードの「49」、「45」に対応）

M1 ～ M5  ：商品メーカーコード（５桁、短縮は４桁）
L1 ～ L5  ：商品アイテムコード（５桁）

CD        ：チェックディジット(1桁)

③９桁ＪＡＮメーカーコード（２＋７桁）

ＪＡＮコード体系に組込まれて利用されている。

４ ５ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 L1 L2 L3 CD

 1   2   3   4    5   6    7   8   9   10  11   12  13

M1 ～ M7  ：商品メーカーコード（７桁）

M1は「６」～「９」とする。
L1 ～ L3  ：商品アイテムコード（３桁）

CD        ：チェックディジット(1桁)
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④グローバル・ロケーションナンバー（「国際ＥＡＮ協会」13 桁）

グローバル・ロケーションナンバー（ＧＬＮ）は、世界中の企業や事業所間で互

いに相手を唯一に識別するための「共通企業／事業所コード」である。

F1 F2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X0 CD

 1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11  12   13

F1 ～ F2  ：国コード

X1 ～ X0  ：各国のコードセンターが付番するロケーション・ナンバー（10 桁）

CD        ：チェックディジット(1桁)

日本では、上記に準拠して以下の２つのＧＬＮ体系を採用している。

◆共通取引先コード使用タイプＧＬＮ

F1 F2 D1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 L1 L2 L3 CD

 1    2   3   4    5   6   7   8   9   10  11   12  13

F1 ～ F2  ：国コード（「49」）
D1        ：「１」
N1 ～ N6  ：共通取引先コード（６桁）
L1 ～ L4  ：事業所コード（３桁）

◆ＪＡＮコード(５桁)使用タイプＧＬＮ

F1 F2 M1 M2 M3 M4 M5 L1 L2 L3 L4 L5 CD

 1   2    3   4   5   6    7   8   9   10  11   12  13

F1 ～ F2  ：国コード（「49」、または 「45」）
M1 ～ M5  ：ＪＡＮメーカーコード（５桁）
L1 ～ L5  ：事業所コード（５桁）
CD        ：チェックディジット(1桁)

◆ＪＡＮコード(７桁)使用タイプＧＬＮ

F1 F2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 L1 L2 L3 CD

 1   2    3   4   5   6    7   8   9   10  11  12   13

F1 ～ F2  ：国コード（「45」）
M1 ～ M7  ：ＪＡＮメーカーコード（7 桁）
L1 ～ L3  ：事業所コード（3 桁）
CD        ：チェックディジット(1桁)
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２）標準事業者コードの使用上の留意点

(1) ライセンスプレートナンバーのなかでの使用

ライセンスプレートナンバーのなかで「標準企業コード」または「共通企業コー

ド」を使用する場合には、発行機関コードを付加して使用することとなっている。

これにより両コードの判別が可能となる。

・「標準企業コード」の発行機関コード  ：「ＬＡ」

・「共通企業コード」の発行機関コード  ：「０～９」

(2) ＳＴＡＲラベルのなかでの使用

ＳＴＡＲラベルの出荷者コード、受注者コードなどに、「標準企業コード」また

は「共通企業コード」を使用する場合には、両コードを判別する識別子は特に設定

しないため、どの項目に「標準企業コード」または「共通企業コード」を使用する

のかを関係者であらかじめ合意を取っておくことが必要である。ダンズナンバーな

どのほかの標準事業者コードでも同様である。

(3) JTRN メッセージのなかでの使用

JTRN メッセージのなかでは、「標準企業コード」を使用する。

(4) UN/EDIFACT メッセージのなかでの使用

JEDICOS など UN/EDIFACT メッセージのなかで標準事業者コードを使用する場合

には、取引先識別コードの修飾子により標準事業者コードを識別する。

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛｹｰｼｮﾝﾅﾝﾊﾞｰの取引先識別コード修飾子  ：「９」

・「標準企業コード」の取引先識別コード修飾子    ：「147」
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6.1.3 標準住所（地理）コード

１）標準住所（地理）コードの種類

ＳＴＡＲラベルの標準住所コードには、郵便番号を使用する。郵便番号に国コード

を付加することにより、国際的に通用する住所コードとして使用できる。

そのほかの標準住所（地理）コードは、取引関係者の合意により目的に応じて使用

するものとする。

(1) 郵便番号

郵便配達のエリアを表す７桁の番号で、総務省が管理している。ホームページか

らダウンロードできるなど無料で使用できる。

郵便番号の変更がたびたび発生するので、最新の郵便番号を入手して更新する必

要がある。レコード数は、全国で約 138,000 件である。

［番号構成］３桁（都道府県・配達郵便局）＋４桁（配達郵便局・町域）

(2) ＪＩＳ都道府県・市区町村コード

ＪＩＳで規定されている都道府県コード２桁と、市区町村コード３桁を組み合わ

せたコードである。

［番号構成］２桁（都道府県コード）＋３桁（市区町村コード）

(3) 国土地理協会の町字コード

大字・通称、字・丁目まで表す 11 桁の番号で、（財）国土地理協会が管理してい

る。11 桁のうち、最初の５桁はＪＩＳの都道府県コードと市町村コードである。

町字ファイルには、７桁郵便番号も対応づけして格納されている。

町字ファイルを利用するためには、個々の事業者ごとに高い費用が発生していた

が、ALIS（高度物流情報化システム開発事業）で使用する場合には、適正な管理の

もとでの二次加工、第三者利用が最近認められるようになった。レコード数は、全

国で 477,120 件である。

［番号構成］ＪＩＳ都道府県・市町村コード（５桁）＋町字丁目コード（６桁）
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(4) 統計情報研究開発センターの区画コード

国勢調査基本単位区を表す 10 桁の区画コードで、（財）統計情報研究開発センタ

ー（通称：シンフォニカ）が管理している。10 桁の構成は、町字ファイル（４桁）

と基本単位区コード（５桁）をハイフン（－）でつないでいる。基本単位区ごとに

ＸＹ座標データで表現されているので、面積が分かる。

このデータは、人口統計データ「その１、その２、その３」のいずれかとセット

でなければ販売していない。レコード件数は、全国で 1,742,577 件である。

［番号構成］町・大字コード（４桁）＋基本区画コード（５桁）

(5) 緯度経度コード

地点を緯度と経度で表す。日本国内の地点を表す場合は、北緯と東経を度・分・

秒で表現する。住所や建物所在地と連動をとる場合には、住所や建物所在地はエリ

アを示すため、そのエリアのどの地点の緯度と経度で表すこととするのかを決めて

おかなければならない。

２）標準住所（地理）コードの使用上の留意点

出荷場所、荷届先などの住所を示す場合は、郵便番号を使用することを推奨する。

そのほかのコードを使用する場合には、取引関係者間であらかじめ合意を取り、目

的を明確にしたコードとしてＳＴＡＲラベルに記載する必要がある。

輸配送者などが方面別の仕分作業を行うのにはＪＩＳ都道府県・市区町村コードが

便利であるといわれており、また、地図情報とのリンクを取る場合には、緯度経度コ

ードが必要となる。
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6.2 荷届先、出荷場所

１）荷届先

「荷届先」は、輸送単位の配送先の住所を示している。通常は、荷届先住所、荷届

先名、荷届先電話番号などを見読文字で表わす。定期配送便などで住所があらかじめ

わかっている場合には、荷届先名だけの表示でも良い。

「荷届先」は、輸送単位が物理的に届けられる場所を示すもので、荷受名義人や発

注者の住所を表わすものでないことに注意を払う必要がある。

２）出荷場所

「出荷場所」は、配送が不能などの場合に、輸送単位を出荷された場所に返却する

住所を示している。通常は、出荷場所住所、出荷場所名、出荷場所電話番号などを見

読文字で表わす。定期配送便などで住所があらかじめわかっている場合には、出荷場

所名だけの表示でも良い。

「出荷場所」は、輸送単位が物理的に出荷された場所を示すもので、出荷名義人や

受注者の住所を表わすものでないことに注意を払う必要がある。
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6.3 データベースのキー情報

１）輸配送者のデータベースのキー情報

輸配送者のデータベースのキー情報については、輸配送者との間で相互に合意しな

ければならない。ライセンスプレートナンバーが輸配送者のデータベースのキー情報

とならない場合には、以下のキー情報を使用することができる。

①輸配送者の統一運送送り状番号

②輸配送者の運送送り状番号

２）荷受者のデータベースのキー情報

荷受者のデータベースのキー情報については、荷受者との間で相互に合意しなけれ

ばならない。ライセンスプレートナンバーが荷受者のデータベースのキー情報となら

ない場合には、以下のキー情報を使用することができる。

①荷受者（発注者）の発注番号

②統一商品コード

③発注者商品コード

④受注者商品コード

⑤納品番号

⑥出荷番号
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6.4 ＳＴＡＲラベル・データエレメント集

上記に述べたコンテンツを含め、ＳＴＡＲラベルに記載するデータエレメントを一覧に

したデータエレメント集を図表６－６に示す。このデータエレメント集は、現時点でＳＴ

ＡＲラベルに記載すべきデータエレメントを網羅している。このデータエレメント集は、

ＳＴＡＲラベルの普及に対応して標準として追加すべきものが生じれば改訂を行って対応

することとする。

ＳＴＡＲラベルの利用者は、この中から必要なデータエレメントを選択し、ＳＴＡＲラ

ベルに見読文字、１次元シンボル、または２次元シンボルの形で記載して使用するものと

する。

１）見読文字

図表６－６のデータエレメントのすべてが見読文字としてＳＴＡＲラベルに記載で

きる。

２）１次元シンボル

１次元シンボルは、格納容量が最小 19 文字、最大 50 文字であるため、通常はキー

情報となるデータエレメントを格納して使用する（図表７－２参照）。

１次元シンボルには、図表６－６のデータエレメントのうち、英数字で表現するデ

ータエレメントを格納して使用する。

３）２次元シンボル

２次元シンボルは、輸配送者の仕分追跡情報と荷扱いのための支援情報を格納して

使用する。２次元シンボルに格納するデータエレメントは、図表６－６の中から選択

して使用する。
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図表６－６  ＳＴＡＲラベル・データエレメント集

（注 1） ・漢字タイプ「K」   → ２バイトの文字で構成される文字列データエレメントを示す。
（文字数は、バイト数を２で割ることで求められる。（例.K(40)=20 文字））

  ・英数字タイプ「X」 → １バイトの英数字で構成される文字列データエレメントを示す。
  ・数字タイプ「9」   → １バイトの数字で構成される数値データエレメントを示す。
  ・数字タイプ「Y」   → １バイトの西暦年月日を表す数字で構成される数値データエレメントを示す。

統一運送送り状番号 X(20) 荷送人または輸送事業者が輸配送を委託する単位に付与した統一番号
運送送り状番号 X(20) 輸配送者が輸配送を受託する単位に付与した番号
荷受者名 K(40) 荷受者(卸売業名、小売業名など）の名称
荷届先コード X(13) 荷届先（物流センター、倉庫会社、店舗など）を示すコード
荷届先名 K(40) 荷届先(物流センター、倉庫会社、店舗など)の名称
荷届先市区町村コード X(5) 荷届先のＪＩＳ都道府県市区町村コード
荷届先住所  K(120) 荷届先の住所
荷届先電話番号 X(20) 荷届先の電話番号
荷届先郵便番号 X(7) 荷届先の郵便番号
荷届先国コード X(3) 荷届先の国コード
出荷者コード X(13) 出荷者（メーカー、卸売業など）を示すコード
出荷者名 K(40) 出荷者（メーカー、卸売業など）の名称
出荷場所名 K(40) 出荷場所(工場、物流センター、倉庫会社など)の名称
出荷場所住所  K(120) 出荷場所の住所
出荷場所電話番号 X(20) 出荷場所の電話番号
個口数 9(3) 運送を委託する単位の運送梱包総個数
個口連番 9(3) 個口数の中の輸送単位ごとに付与した連続番号
出荷日 Y(8) 出荷する（した）日
着荷指定日 Y(8) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷日
着荷指定時刻 X(4) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷時刻
輸配送者コード  X(12) 輸配送者を示すコード
輸配送者名  K(30) 輸配送者の名称
輸配送者取扱店名  K(30) 輸配送者の取扱店（発店）の名称
運送サービスコード X(2) 運送サービスを示すコード
配送ルート番号 X(8) 配送経路を示す番号
配送便コード X(6) 配送の便を識別するコード
輸配送者用記事欄 K(50) 輸配送者用の記事欄
ライセンスプレートナンバー X(20) 輸送単位をユニークに識別する番号
出荷番号 X(20) 出荷者が出荷単位に付与した管理番号
発注者名 K(40) 発注者（小売業、卸売業など）の名称
受注者コード X(12) 受注者を示すコード
受注者名 K(40) 受注者の名称
統一品名コード X(25)商品の統一管理コード(JANコードなど)
発注者品名コード X(25)発注者が採番した商品の管理コード
受注者品名コード X(25)受注者が採番した商品の管理コード
商品名 K(40) 商品の名称
包装数 9(3) 納品単位の外装包装個数
包装連番 9(3) 梱包数の中の梱包ごとに付与した連続番号
商品数量 9(9) 商品の数量
商品入数 9(9) １梱包(ケース)の中に入っている商品数量
数量単位コード X(3) 商品数量の単位を示すコード
納入指定日 Y(8) 発注者が受注者に対して指定する納入日
納入指定時刻 X(4) 発注者が受注者に対して指定する納入時刻
出荷者用記事欄 K(50) 出荷者用の記事欄
発注番号 X(23) 発注者が付与した注文伝票を識別するコード
受注日 Y(8) 受注した日付
発注日 Y(8) 発注データが送付された日

荷受者格納場所コード X(10)
小売業、物流センターなどの荷受者が個別に付与した陳列棚、格納棚などの位置を
示すコード

流通ｾﾝﾀｰｺｰﾄﾞ X(13) 流通ｾﾝﾀｰを示すコード
流通ｾﾝﾀｰ名  K(30) 流通ｾﾝﾀｰの名称
流通ｾﾝﾀｰ住所  K(120) 流通ｾﾝﾀｰの住所
統一店番号 X(13) 店舗を示す統一番号(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｹｰｼｮﾝﾅﾝﾊﾞｰで表す)
店番号 X(4) 小売業が個別に付与した店舗を示す番号
店部門コード X(6) 小売業が個別に付与した店舗の部門、売場などを示すコード
店部門名 K(30) 店舗の部門、売場などの名称
商品分類コード X(4) 商品の分類上のグループを表わすコード
賞味期限 Y(8) 生産者が設定した商品の賞味を保証する期限
規格 X(25) 受注者が指定する寸法、形状、品質などについての規定
サイズコード X(7) 受注者が指定する商品の容積を表わすコード
色コード X(7) 受注者が指定する商品の色を表すコード
荷受者用記事欄 K(50) 荷受者用の記事欄
納品番号 X(23) １回の納品を特定するための管理番号

発注者情報 X(23) ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ表示を要する発注者参考情報
受注者情報 X(23) ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ表示を要する受注者参考情報

輸配送者
および
共通領域

荷受者お
よび出荷
者領域
（消費
財・生産
財共通）

荷受者お
よび出荷
領域（消
費財系）

同上（生
産財系）

分類 項目名
最大
ﾊﾞｲﾄ数

定　　　義
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７．ＳＴＡＲラベルのデザイン

7.1 コンテンツ格納領域

１）コンテンツ格納領域の設定

ＳＴＡＲラベルのコンテンツを格納する領域を、下記の３つの領域に分ける。

①輸配送者用領域

主として輸配送者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

②荷受者用領域

主として荷受者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

③出荷者用領域

主として出荷者の荷扱い作業に関わるコンテンツを格納する領域

２）格納領域の配置

輸送単位のサイズや構造が許す場合には、輸配送者用領域、荷受者用領域、および

出荷者用領域の順序で上から下に配置する。輸配送者用領域、荷受者用領域、および

出荷者用領域は、１枚のＳＴＡＲラベルに同時に印刷されても良いし、されなくとも

良い。輸配送者用領域、荷受者用領域、および出荷者用領域の各領域を、別々の段階

で作成し、最終的に１つの完全なＳＴＡＲラベルとすることもできる。

図表７－１　コンテンツ格納領域

輸配送者用領域

荷受者用領域

出荷者用領域
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7.2 ＳＴＡＲラベルのレイアウト

印刷媒体によるＳＴＡＲラベルのレイアウトは、以下のとおりとする。

１）ライセンスプレートナンバー（ＬＰＮ）を表す１次元シンボルの配置

ＳＴＡＲラベルに必須であるＬＰＮを表わす１次元シンボルは、ＳＴＡＲラベルの

最も低い場所に印刷すること。

２）「荷届先」と「出荷場所」

「荷届先」は、「出荷場所」の下、または右側に配置する。「出荷場所」の文字は、

「荷届先」の文字よりも小さく表示し、両フィールドを容易に見分けられるようにす

る。

３）サイン、ロゴなど

安全、危険、品質を表わすサインやロゴなどの図式表示やフリーエリアが必要とさ

れる場合もある。

7.3 ＳＴＡＲラベルのサイズ

印刷媒体によるＳＴＡＲラベルのサイズは、以下のとおりとする。

１）一般的な要件

ＳＴＡＲラベルのサイズは、輸送単位のサイズを基に、流通経路に属するすべての

取引関係者のデータ要件を満たすように設定しなければならない。ＳＴＡＲラベルの

物理的なサイズは、ＳＴＡＲラベルを作成する者によって決定されるものとする。

ＳＴＡＲラベルのサイズの選択に当たっては、下記の事項を考慮すると良い。

①印刷されるデータの量

②使用するプリンタの物理的特性

③輸送単位のサイズ

サイズの設定に当たっては、例えばＡ４版の何分の１かにしたサイズとして定める

と用紙の無駄を少なくすることができる。また、日本国内で販売されているラベルプ

リンタは、用紙幅が４インチ（約 100mm）のものが多いため、用紙幅を約 100mm とす
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ると、安価なラベルプリンタで使用できるようになる。100mm 幅にしたＳＴＡＲラベ

ルのサイズ設定例は、付属書Ｂ「ＳＴＡＲラベルのサイズ設定例と印字方向（参考）」

を参照のこと。

２）ＳＴＡＲラベルの縦サイズ

ＳＴＡＲラベルの縦サイズ（高さ）は、ＳＴＡＲラベルを作成する者によって決定

されるものとする。

３）ＳＴＡＲラベルの横サイズ

ＳＴＡＲラベルの横サイズ（幅）は、ＳＴＡＲラベルを作成する者によって決定さ

れるものとする。ラベルの幅は、印刷される１次元シンボルの幅を考慮して決めなけ

ればならない。１次元シンボルの幅は、１次元シンボルのＸ寸法と、１次元シンボル

に格納する文字数によって決まる。

４）１次元シンボルの最大文字数

１次元シンボルをＳＴＡＲラベルに使用する場合、１つの１次元シンボルに格納す

ることのできる最大文字数を図表７－２のとおりとする。

図表７－２  ＳＴＡＲラベルにおける１次元シンボルの最大文字数

シンボルと形式 最大文字数

Code 128 (数字) 50 文字(１桁のデータ識別子に続いて)
Code 128 (英数字) 27 文字

UCC/EAN-128 (全て数字) 48 文字
UCC/EAN-128 (英数字) 26 文字

Code 39 19 文字
注：１） UCC/EAN-128 については、ファンクション１(FNC1)キャラクタとシンボ
ル・
　　　　チェックキャラクタ間のすべてのキャラクタが文字数に含まれる。
　　２）Code 39 については、スタートキャラクタとストップキャラクタ間のすべ
　　　　てのキャラクタが文字数に含まれる。

7.4 ＳＴＡＲラベルの文字サイズ、文字フォント

ＳＴＡＲラベルに使用する文字サイズ、文字フォントは、取引関係者の合意により定め

るものとする。

文字サイズは、１行に印字できる文字数と関連している。すなわち、文字サイズが大き
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くなれば、１行に印字できる文字数は少なくなる。

文字は明確に読み取れるように印字するものとする。
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８．ＳＴＡＲラベルの基材

「基材」とは、１次元シンボルおよび２次元シンボルを印刷する媒体をいう。一般には

基材には紙を使用する（「基材」の定義は、付属書Ａ「用語の解説」を参照のこと）。

8.1 一般的要件

ＳＴＡＲラベルの基材および取付方法は、以下の条件を必ず満たすように選択されるも

のとする。

①ＳＴＡＲラベルが、最後まで輸送単位に取り付けられた状態で留まること。

②ＳＴＡＲラベルが、最後まで読み取れる状態であること。

③ＳＴＡＲラベルが、最後まで汚れ、熱、光、湿気など、あらゆる環境に耐えること。

④ＳＴＡＲラベルが、使い捨て可能であること。

8.2 ＳＴＡＲラベルの取付方法

ＳＴＡＲラベルの取付方法には、ダンボール箱などの被着体に貼って取り付ける「貼付

け方式」と、通い容器のポケットなどを利用して取り付ける「差込み方式」がある。

１）貼付方式

貼付方式は、その用途により下記の３種類に分類される。ＳＴＡＲラベルの基材に

はそれぞれの用途に応じた糊剤を塗布する必要がある。

①恒久的に添付する用途（永久接着タイプ）

②一定期間後に剥がす用途（再剥離タイプ）

③一定期間後に剥がした後、再度添付する用途（再剥離再貼付）

また、被着体（ＳＴＡＲラベルが貼付けられる物）の材質・表面状態・使用期間な

ども考慮する必要がある。

２）差込方式

差込方式で使用する基材には、差し込みの作業性を考慮して厚めのものを選定する。
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8.3 ＳＴＡＲラベルの印字方式

プリンタの特性を十分発揮させ印字品質を安定させるため、プリンタの印字方式を考慮

したを紙質を使用する。

１）レーザ印字方式

レーザ印字方式は、ドラムにトナーを静電定着させた画像情報をＳＴＡＲラベルに

定着させる印字方式である。紙質は、トナーの定着が良く、印字工程で必要とされる

耐熱性やトナー定着後の耐擦過性を考慮したものを使用する。

２）ダイレクトサーマル印字方式

ダイレクトサーマル印字方式は、薬品（ロイコ染料と顕色剤などの混合）を塗布し

た表面層をサーマルヘッドにて加熱し自己発色させる印字方式である。紙質は、発

色感度が良く、サーマルヘッドの損傷や摩耗に著しく影響を与えないものを使用す

る。

一般的にダイレクトサーマル印字方式で使用可能な紙質は、ＰＯＳなど短期間の用

途に使用される汎用サーマル用紙と、外部環境の影響を受け難い長期間の用途で使

用可能な高保存サーマル用紙の２種類に分類できる。

３）熱転写印字方式

熱転写印字方式は、溶融するインクリボンをサーマルヘッドにて加熱し、用紙へ転

写させる印字方式である。紙質は、平滑性の優れた転写適性の良い紙質やサーマル

ヘッドの損傷や摩耗に著しく影響を与えないものを使用する。一般的には、熱転写

専用紙やコート紙などがある。

４）インクジエット方式

インクジエット方式は、黒または、３原色と黒の４色のインクを細かいノズルから

インク粒子として噴射させ印字する印字方式である。紙質は、インクの吸収性の良

いものを使用する。一般的には、インクジエット専用紙や上質紙がある。
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8.4 ＳＴＡＲラベルの運用期間

ＳＴＡＲラベルの運用期間は、短いもので数時間から長いものになると数カ月となる。

ＳＴＡＲラベルの運用期間が長期に渡る場合は、耐光(直射日光)性や耐温湿度性などを考

慮する必要がある。

ＳＴＡＲラベルの基材と糊質は、運用期間・運用方法・プリンタ印字方式の違いを十分

考慮し、取引関係者の合意により選定するものとする。
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９．ＳＴＡＲラベルの取付位置

9.1 一般的要件

１）ＳＴＡＲラベルを、損傷の危険が最も少ない適切な箇所に取り付けること。

２）ＳＴＡＲラベルを、輸送単位の底部と平行に配置し、見読情報とともに輸送単位の

面に取り付けること。

３）ＳＴＡＲラベルの端の部分を、輸送単位のどの端からも 3.2cm 以上離して取り付け

ること。

４）輸送単位の隣接する２つの面に同一のＳＴＡＲラベルを取り付けること。ただし、

取引関係者相互で合意した場合は、１つのＳＴＡＲラベルのみでよい。

５）宅配運送事業者の場合は、出荷者・荷受者情報に加えて輸送単位の上部に輸配送者

情報を記載することが必要かもしれない。

9.2 パレット化荷物の場合

１）パレット化荷物には、少なくとも１つの１次元シンボル付ＳＴＡＲラベルを貼るこ

と。

２）ＳＴＡＲラベルを、パレット化荷物のどの端からも５cm 以上離し、縦面の右寄り

の位置に取り付けること。

３）ＳＴＡＲラベルを、継ぎ目の上に取り付けないこと。

４）ＳＴＡＲラベルの上に接着用のテープやバンドが掛かり、ＳＴＡＲラベルの１次元

シンボルまたは２次元シンボルの読み取りに支障をきたさないようにすること。

５）ライセンスプレートナンバーの１次元シンボルの下端は、パレット化荷物の下端

から 40～80cm の範囲に取り付けること。パレット化荷物の高さが 50cm 未満の場合

は、パレット化荷物のできる限り高い位置に取り付けること。
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図表９－１  パレット化荷物のＳＴＡＲラベル取付位置

9.3 輸送梱包の場合

１）高さ１m までの輸送梱包の場合には、ＳＴＡＲラベルの下端が梱包の底部から 2.5

～7.6cm の位置に取り付けること。

２）高さが１m を超える輸送梱包の場合には、「9.2 パレット化荷物の場合」の推奨内

容にしたがうものとする。

図表９－２  輸送梱包のＳＴＡＲラベル取付位置（高さ１ｍ以下の輸送梱包）

9.4 その他の輸送単位

その他の形態の輸送単位におけるＳＴＡＲラベルの取り付け位置は、具体的なアプリケ

ーション指針に合わせて設定するものとする。

ライセンスプレートナンバー

5 cm

最小 5 c m

40 cm
～

80 cm

最小 5 c m

ライセンスプレートナンバー

最小 3 . 2 c m

2.5 ～7.6cm

最小 3 . 2 c m
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10．ＡＤＣメディアの適用条件

10.1 １次元シンボルの適用条件

１）１次元シンボルの種類

ＳＴＡＲラベルに使用する１次元シンボルは、ISO 15394 で推奨しているシンボル

を使用することを基本とする。

ただし、取引関係企業間で合意した場合には、ＩＳＯ規格化されている１次元シ

ンボルのなかから選択して使用することができるものとする。

(1) ISO 15394 で推奨している１次元シンボル

Code 39

Code 128（UCC/EAN-128 は Code 128 のサブセットである。）

(2) ＩＳＯ規格化されている１次元シンボル

Code 39（ISO/IEC 16388）

Code 128（ISO/IEC 15417）

Interleaved 2 of 5（ISO/IEC 16390）--ITF

EAN/UPC（ISO/IEC 15420）--JAN

図表 10－１　１次元シンボルの特徴

シンボル名 Code 39 Code 128
Interleaved 2 of 5

（ＩＴＦ）

EAN/UPC

（ＪＡＮ）

印字例

文字の種類

・数字(0～9)
・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ(A～Z)

・記号(-,$,/,+,%,.,
　ｽﾍﾟー ｽ)

・ﾌﾙ ASCII ｷｬﾗｸﾀ
 (128 文字)
・ｽﾀｰﾄｷｬﾗｸﾀ 3 種
・ｽﾄｯﾌﾟｷｬﾗｸﾀ 1 種
・ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｬﾗｸﾀ 4
種

・数字(0～9) ・数字(0～9)

特徴 ・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの表現が
可能

・3 種のｺｰﾄﾞｾｯﾄ（注）

・記録密度が高い
・記録密度が比較的
高い

・世界共通ﾌｫｰﾏｯﾄ
・固定長

主な用途 ・FA ・EDI ・物流 ・POS

（注）機能ｷｬﾗｸﾀを用いる場合に有効なｺｰﾄﾞｾｯﾄ、小文字のローマ字を用いる場合に有効なｺｰﾄﾞｾｯ

* A B 1 2 O * 1 2 a b % & 1 2 3 4 5 6 0 1 4 91 234 56 78 904
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ﾄおよび数字を用いる場合に有効なｺｰﾄﾞｾｯﾄの３種。

以下は、ISO 15394の規定から引用したものである。

２）１次元シンボルへのデータ格納

１次元シンボルにデータを格納する際には、ISO/IEC 15418 に基づくデータアプリ

ケーション識別子（EAN/UCC アプリケーション識別子または FACT データ識別子）を

データに付加するものとする。

EAN/UCC アプリケーション識別子は、UCC/EAN-128 シンボル（Code 128 のサブセッ

ト）と共にのみ使用し、FACT データ識別子は、Code 39 または Code 128 のいずれか

と共に使用するものとする。

すなわち、１次元シンボルにデータを格納する際には、以下のいずれかのオプショ

ンにより行うものとする。

①UCC/EAN-128 シンボルと EAN/UCC アプリケーション識別子

②Code 39 と FACT データ識別子

③Code 128 と FACT データ識別子

これらのうち１つだけの組合わせがＳＴＡＲラベルに記載されている場合であって

も、その他の組合わせがＳＴＡＲラベルに記載されて１次元シンボルリーダで読み取

られる場合があり得ることを、すべてのユーザが認識していることが重要である。

複数のシンボルをシンボル識別子によって自動的に区別できる１次元シンボルリー

ダについては、各アプリケーションで必要とされるシンボルだけを読み取るような構

成にしなければならない。

３）１次元シンボル内容の見読表示

１次元シンボルで表わされる情報は、見読形式でも表示することとする。



- 55 -

４）１次元シンボルのデータフィールドの連結

(1) アプリケーション識別子の使用

複数のアプリケーション識別子とそれらのデータが１つの UCC/EAN-128 シンボル

に連結されると、各可変長フィールドは、そのシンボルでコード化された最後のフ

ィールドでない限り、FNC1（ファンクション１）キャラクタをともなうものとする。

この目的で使用される FNC1 キャラクタは、デコーダからコンピュータへの伝送

時にはＧ
Ｓ（グループセパレータ）に置き換えられる。

(2) データ識別子の使用

複数のデータ識別子とそれらのデータが１つの Code 39 または Code 128 に連結

されると、各可変長フィールドは、そのシンボルでコード化された最後のフィー

ルドでない限り、プラス（＋）の記号をともなうものとする。

５）１次元シンボルの向き

１次元シンボルは、バーを垂直な向きにして輸送単位上に表示しなければならな

い（ピケット・フェンスの配置）。

ただし、取引関係者が合意した場合には、バーを横向きに配置することもできる（ラ

ダーの配置）。

６）配置場所

１次元シンボルは、読み取り（以下、「走査」と称する。）時に互いに障害となら

ないよう配置しなければならない。

（注）ラベル上に並べて配置できる１次元シンボルの数は、２つまでとする。２つの

１次元シンボルを並べて配置する場合には、１次元シンボル走査の支障をきたさ

ないよう、同一線上の面にならないように配置しなければならない。
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７）１次元シンボルの使用指針

(1) １次元シンボルの高さ

１次元シンボルの高さは、少なくとも 12.7mm 以上とする。

(2) 細バーの寸法

細バーの寸法（Ｘ寸法）は、0.25mm 以上とする。

Code 39 と Code 128 シンボルのＸ寸法は、0.25～0.43mm の範囲とし、ＳＴＡＲ

ラベル作成者の印刷能力により決定されるものとする。

UCC/EAN-128 シンボルのＸ寸法は、0.25～0.81mm の範囲とし、ＳＴＡＲラベル作

成者の印刷能力により決定されるものとする。

UCC/EAN-128 SSCC シンボルのＸ寸法は、0.50～0.81mm の範囲とし、ＳＴＡＲラ

ベル作成者の印刷能力により決定されるものとする。

（注）上記範囲の下限に近いＸ寸法（0.25～0.33mm）のシンボルの場合には、品質

の要件を満たすために特別な配慮をしなければならない。

(3) Code 39 シンボルの太バーと細バーの比率

Code 39 シンボルの太バーと細バーの比率（Ｎ）は、3.0：１でなければならな

い。測定された比率は、2.4：１から 3.2：１の範囲になるものとする。

(4) クワイエット・ゾーン（余白）

リニア１次元シンボル・シンボルは、前後に 6.4mm 以上のクワイエット・ゾーン

（余白）を持って印刷されなければならない。Ｘ寸法が 0.64 よりも大きい場合に

は、クワイエット・ゾーン（余白）はＸ寸法の10 倍以上になるものとする。
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(5) １次元シンボルの印刷品質

印刷された１次元シンボルの品質は、ISO/IEC 15416 にしたがって測定されるも

のとする。最低限度のシンボル・グレードは、以下に示すとおり 1.5/10/660 とす

る。

・作成時の最低印刷品質グレード＝1.5（Ｃ）

・測定開口＝0.254mm（約10 ミル／0.010 インチ）

・光源波長＝660±10 ナノメートル

１次元シンボルは、それぞれで使用するシステムを介して解読できることが重要

である。したがって、品質試験はラベル作成時だけでなく、最終使用時に至るまで

行われるべきである。

上記のシンボル品質および測定パラメータは、広範囲の走査環境での走査可能性

を保証している。荷受者が荷物を受け取った時点のラベルの印刷品質を保証するこ

とまで、ラベル作成者に求めるべきではない。ラベル作成時点でのラベルの印刷品

質の要件は、使用時点での要件よりも高く設定しておかなければならない。

自動走査の場合には、上記の印刷品質グレードよりも高いグレードが必要とされ

る。自動走査で１次元シンボルを使用する場合には、取引関係者間で印刷品質の要

件について調整するものとする。

クラフト紙製の着色されたダンボール表面に直接印刷する際には、本ガイドラ

インの印刷品質要件を満たせない恐れがある。かかる印刷を計画している者は、

自らの取引経路全体における走査能力について検討しなければならない。
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10.2 ２次元シンボルの適用条件

１）２次元シンボルの種類

ＳＴＡＲラベルに使用する２次元シンボルは、ISO 15394 で推奨しているシンボル

を使用することを基本とする。

ただし、取引関係企業間で合意した場合には、ＩＳＯ規格化されている２次元シン

ボルのなかから選択して使用することができるものとする。

(1) ISO 15394 で推奨しているシンボル

MaxiCode（運送事業者仕分・追跡用に使用）

PDF417（支援情報格納用に使用）

(2) ＩＳＯ規格化されているシンボル

MaxiCode（ISO/IEC 16023）

Data matrix（ISO/IEC 16022）

PDF417（ISO/IEC 15438）

QR Code（ISO/IEC 18004）
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図表 10－２　２次元シンボルの特徴

シンボル名 MaxiCode Data matrix PDF417 QR Code

印字例

符号化可能

文字集合

・ﾌﾙ ASCII ｷｬﾗｸﾀ（注１）

 (128 文字)

・ﾗﾃﾝｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ（注２）

 (128 文字)

・ﾌﾙ ASCII ｷｬﾗｸﾀ（注１）

 (128 文字)

・ﾗﾃﾝｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ（注２）

 (128 文字)

・ASCII ｷｬﾗｸﾀ
　（値 32～126）

・8 ﾋﾞｯﾄﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀ
・数字

・制御コード

・数字
・英数字

・8 ﾋﾞｯﾄﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀ

・漢字（ｼﾌﾄ JIS）（注３）

仕様上の

データ容量

・英数字：93 文字

・数字：138 桁

・英数字：2335 文字

・8 ﾋﾞｯﾄﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀ：
　　1556キャラクタ

・数字：3116 桁

・英数字：1850 文字

・8 ﾋﾞｯﾄﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀ：
　　1108キャラクタ

・数字：2710 桁

・数字：7089 桁

・英数字：4296 文字
・8 ﾋﾞｯﾄﾊﾞｲﾄﾃﾞｰﾀ：

　　2953キャラクタ

・漢字：1817 文字

特徴 ・高速読み取り
・省ｽﾍﾟー ｽ印字
・大容量ﾃﾞー ﾀ印字

・大容量ﾃﾞー ﾀ印字
・高速読み取り
・省ｽﾍﾟー ｽ印字

・大容量ﾃﾞー ﾀ印字

主な用途 ・物流仕分
・半導体製造ﾗｲﾝ

・自動車部品などへ

　のマーキング

・文書ﾃﾞー ﾀ表示

・物流

・物流

・ＦＡ

・EDI

(注１)値０～127 の ASCII キャラクタ

(注２)値 128～255 の拡張 ASCII キャラクタ

(注３)QR Code は漢字（シフトＪＩＳ）1 文字を 13 ビットに圧縮してコード化する。ほかのシン

ボルも８ビットバイトデータを用いて、漢字を表現することは原理的に可能。
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以下は、ISO 15394の規定から引用したものである。

２）２次元シンボルへのデータ格納

取引関係企業の合意に基づき、２次元シンボルに情報を格納しＳＴＡＲラベルに

記載することができる。

２次元シンボルにデータを格納する際には、「11．高容量ＡＤＣメディア格納フォ

ーマット」にしたがった構文規則で格納するものとする。この構文規則は、ISO/IEC

15434 に準拠している。

この構文規則を利用することにより、輸送単位の輸送と関連するＥＤＩメッセー

ジあるいは文書（例えば納品書、積荷明細書、品質保証書など）をすべてＳＴＡＲ

ラベルに含めることができる。

２次元シンボルは、下記の２種類の情報を格納するために使用する。

①輸送単位の高速仕分や追跡のための情報

②輸送単位のハンドリングに必要な支援情報

３）MaxiCode の使用指針

MaxiCode は高速の走査環境で読み取ることができる。MaxiCode は、輸配送者の仕

分と追跡のアプリケーションで使用する。

(1) コードセット

MaxiCode シンボルを使って情報をコード化する際には、できれば文字の選択範

囲をコードＡセットに限定することが望ましい。（ISO/IEC 16023参照）

(2) モード

MaxiCode シンボルでは、シンボルごとに１つのモードが組み込まれている。シ

ンボルが損傷した場合でも仕分けシステムで荷届先郵便番号、荷届先国コード、

およびサービスクラスを必ず解読できるように、本ガイドラインでは MaxiCode の

モード２またはモード３の使用を推奨する。（ISO/IEC 16023 参照）

どのモードを使用するかは、荷届先郵便番号とサービスクラスのデータ属性によ

って決定される。図表 10－３により適切なモードを決定する。
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図表 10－３  使用すべき MaxiCode のモード

荷届先郵便番号が以下の場合 サービスクラスが以下の場合 使用すべきモード

数字のみ(最高 9 桁) 数字のみ モード 2

英数字(最高 6 文字) 数字のみ モード 3

上記以外 数字のみ モード 4

上記のいずれか 英数字 モード 4

(3) エラー訂正レベル

ISO/IEC 16023 で定められた標準のエラー訂正レベルを使用する。

(4) 細エレメントの寸法

MaxiCode は、サイズを指定できる（様々な X 寸法をサポートする）シンボルで

はない。MaxiCode シンボルの X 寸法(シンボルモジュールの幅)および、そのほか

すべての寸法については、ISO/IEC 16023 にしたがうものとする。

(5) クワイエット・ゾーン（余白）

輸配送者の仕分・追跡のアプリケーションでは、MaxiCode シンボルは上下およ

び左右に少なくとも 1 mm 以上のクワイエット・ゾーン（余白）を持つものとする。

(6) 印刷品質

MaxiCode シンボルの印刷品質は、ISO/IEC 16023 にしたがって定めるものとす

る。輸配送者の仕分・追跡のアプリケーションでは、シンボルの最低グレードは、

以下によるものとする。

・シンボルの印刷時点での印刷品質が 2.5(B)以上

・光源波長＝60±10 ナノメートル

上記のシンボルの品質と測定パラメータによって、幅広い走査環境での走査可

能性が保証される。ラベル作成者は、荷受者が受け取った時点でのラベルの印刷

品質までは保証できない。したがって、ラベル作成時点でのラベルの印刷品質の

要件を、それぞれの使用時点での要件よりも高く設定しておかなければならない。
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(7) MaxiCode の向き

MaxiCode の性質上、とくにシンボルの向きを指定する必要はない。

(8) MaxiCode の配置

MaxiCode シンボルをＳＴＡＲラベルに含める場合には、ＳＴＡＲラベルの輸配

送者領域に配置するものとする。

３）PDF417 使用指針

ＳＴＡＲラベル上の出荷・荷受に関するすべての１次元シンボルデータを一つの

PDF417 シンボルに格納することができる。このシンボルは、ラベル上のそのほかの

シンボルと同じ環境で走査されるものする。PDF417 シンボルの構造と構文規則は、

ISO/IEC 15434 に示された構造と構文規則にしたがうものとする。

(1) PDF417 シンボルの推奨

ISO/IEC 15438 で規定されたコンパクト PDF417 とマイクロ PDF417 は使用しな

いものとする。

(2) エラー訂正レベル

PDF417 シンボルを用いる場合には、エラー訂正レベル５を使用するものとする。

(3) 細バーの寸法

細バーの寸法（X寸法）は、0.254 mmから0.432 mm の範囲とし、ラベル作成者の

印刷能力に応じて決定されるものとする。上記範囲の下限に近いＸ寸法（0.254～

0.330mm）のシンボルの場合には、印刷品質の要件を満たすためのに細心の注意を払

わねばならない。

(4) 列の高さ

PDF417 シンボルは、細バー幅(X 寸法)の最低 3 倍の列の高さ(バーの高さ)を持つ

ものとする。列の高さを増加させると走査性能は高まるかも知れないが、一定のス

ペースにコード化できる文字数は減少することになる。
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(5) クワイエットゾーン(余白)

PDF417 シンボルは上下および左右に最低 1mm 以上のクワイエットゾーン(余白)

をもつものとする。クワイエットゾーン(余白)は、シンボルのサイズの計算に含

まれる。

(6) シンボルの寸法

PDF417 シンボルの高さは、クワイエットゾーンを含めて 61mm 以下とする。

PDF417シンボルは、12データカラムの幅以下で印刷しなければならない。これに

より、最も広範囲の読取装置での読み取りが保証される。ただし取引関係企業間で合

意した場合に限り、18データカラムまでは使用することができる。図表10－４は、様々

なＸ寸法について、12データカラムのPDF417シンボル幅(クワイエットゾーンを含む)

を示している。

表 10－４  12 データカラムの場合の最大シンボル幅

X 寸法 最大幅(クワイエットゾーンを含む)

0.25 mm 71.37 mm

0.33 mm 92.20 mm

0.38 mm 106.17 mm

0.43 mm 119.89 mm

図表 10－５  PDF417 シンボルの構成

スタート
パターン

ストップ
パターン

左列表示
カラム データカラム

右列表示
カラム
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(7) 印刷品質

PDF417 シンボルの印刷品質は、ISO/IEC 15438 に基づいて決定されるものとする。

PDF417 シンボルの最低グレードは、以下に示すとおり、2.5/10/660 でなければなら

ない。

・シンボル印刷時点での推奨印刷品質グレード≧2.5 (B)

・測定開口＝0.254 mm

・光源波長＝660±10 ナノメートル

以上のシンボル品質と測定パラメータにより、広範囲のスキャニング環境でのス

キャニング可能性が保証される。ラベル作成者には、荷受者が受け取る時点でのラ

ベルの印刷品質を保証することを求められるべきではない。したがって、ラベル作

成時点での印刷品質の要件は、それぞれの使用時点での要件よりも高く設定すべき

である。

(8) PDF417 の向き

PDF417 シンボルのバーは、ラベルの底部に垂直に置かれるものとする。
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11．高容量ＡＤＣメディア格納フォーマット

11.1 格納フォーマットの種類

ＳＴＡＲラベルの高容量ＡＤＣメディアに格納するフォーマットは、ISO/IEC 15434 に

準拠するものととする。

ISO/IEC 15434 には、下記の 10 種類のフォーマットが規定されている。

①ﾌｫｰﾏｯﾄ｢01」：輸配送者の仕分・追跡データ

②ﾌｫｰﾏｯﾄ｢02」：完全EDI ﾒｯｾｰｼﾞ/ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ（ASC X12、UN/EDIFACT またはCII 標準）

③ﾌｫｰﾏｯﾄ｢03」：ANSI ASC X12 セグメントを使った構造化データ

④ﾌｫｰﾏｯﾄ｢04」：UN/EDIFACT セグメントを使った構造化データ

⑤ﾌｫｰﾏｯﾄ｢05」：EAN/UCCアプリケーション識別子を使ったデータ

⑥ﾌｫｰﾏｯﾄ｢06」：データ識別子を使ったデータ

⑦ﾌｫｰﾏｯﾄ｢07」：自由形式のテキスト

⑧ﾌｫｰﾏｯﾄ｢08」：ＣＩＩ構文規則を使った構造化データ

⑨ﾌｫｰﾏｯﾄ｢09」：２進値データ（バイナリデータ）

⑩ﾌｫｰﾏｯﾄ｢11」：ASN.1（Abstract Syntax Notation One；抽象構文記法１）を使っ

た構造化データ

現時点のＡＤＣメディアの容量は、２次元シンボルでは現実的には数 100 バイト程度、

そして無線タグ（RFID タグ）ではそれより少ない。このような現状を踏まえると、ﾌｫｰﾏｯ

ﾄ「02」はヘッダなどのオーバーヘッドが大きく使えない。

ＳＴＡＲラベルの高容量ＡＤＣメディアに使用するフォーマットは、下記のいずれかを

使用するものととする。

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢01」：輸配送者の仕分・追跡データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢04」：UN/EDIFACT セグメントを使った構造化データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢05」：EAN/UCC アプリケーション識別子を使ったデータ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢06」：データ識別子を使ったデータ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢08」：ＣＩＩ構文規則を使った構造化データ
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11.2 フォーマット適用ガイド

ＳＴＡＲラベルのＡＤＣメディアに格納するフォーマットは、下記のガイドにしたがい

選択して使用する。

１）荷物の仕分追跡情報の格納

荷物の自動仕分や追跡など高速機械読取に必要な情報を格納する場合は、下記のフ

ォーマットを使用する。

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢01」：輸配送者の仕分・追跡データ

２）支援情報の格納

(1) コード、日付などのキー情報の格納

アプリケーション識別子またはデータ識別子として定義されているコード、日付

などの情報を格納する場合は、下記のフォーマットを使用する。

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢05」：EAN/UCC アプリケーション識別子を使ったデータ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢06」：データ識別子を使ったデータ

(2) ＥＤＩ情報の格納

ＥＤＩ情報を格納する場合には、下記のフォーマットを使用する。例えば、運送

依頼情報を格納して運送情報のコンピュータ入力に使用したり、出荷情報を格納し

て荷受検品に使用したりすることができる。

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢04」：UN/EDIFACT セグメントを使った構造化データ

ﾌｫｰﾏｯﾄ｢08」：ＣＩＩ構文規則を使った構造化データ
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11.3 格納フォーマットの基本仕様

１）エンベロープ構造

高容量ＡＤＣメディアにデータを格納する場合は、図表 11－１に示すエンベロー

プ構造とする。メッセージ・エンベロープの中に１つ以上のフォーマット・エンベ

ロープが格納できる。ただし、１つのメッセージ内に複数のフォーマットを使用す

るのは、取引先との合意が取れた場合のみとする。

２）メッセージ・フォーマット

メッセージの最も外側は、メッセージの開始と終了を定義するメッセージ・エンベ

ロープである。その中に、１つあるいは複数のフォーマット・エンベロープが格納さ

れる。（図表 11－１参照）

図表 11－１　メッセージの構造

[)> Ｒ
Ｓ

Message Header

Ｒ
Ｓ

Formatted Data

Format Header

Format Trailer

Ｒ
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３）フォーマットの種類

フォーマット・エンベロープに使用するフォーマットの種類は、図表 11－２のと

おりである。ＳＴＡＲラベルには、ﾌｫｰﾏｯﾄ｢01」｢04」｢05」｢06」｢08」を使用する。

ﾌｫｰﾏｯﾄ「02」とﾌｫｰﾏｯﾄ「08」は、ほかのフォーマットと組み合わせて使用すること

はできない。

図表 11－２  フォーマットの種類

フォーマット

・インジケータ
可変ヘッダデータ

フォーマット

・トレーラ
フォーマットの内容

00 予備

01 G
S vv R

S 輸配送者の仕分・追跡データ

02 完全 EDI メッセージ/トランザクショ

ン

03 vvvrrrF
S

G
S

U
S

R
S ANSI ASC X12 セグメントを使った構

造化データ

04 vvvrrrF
S

G
S

U
S

R
S UN/EDIFACT セグメントを使った構造

化データ

05 G
S

R
S EAN/UCC アプリケーション識別子を

使ったデータ

06 G
S

R
S データ識別子を使ったデータ

07 R
S 自由形式のテキスト

08 vvvvrrnn CII シンタックスルールを使った構

造化データ

09 G
S ttt...t G

S ccc...c
G

S nnn...n G S

R
S 2 進値データ (ファイルタイプ) (圧

縮技術) (バイト数)

10 予備

11 bbb...b G
S ASN.1 を使った構造化データ

12-99 予備

vv 使われているフォーマット ‘01’の 2 桁バージョンを表す
R
S
 - フォーマット・トレーラ・キャラクタを表す

F
S - セグメント・ターミネータを表す

G
S
 - データエレメント・セパレータを表す

U
S - サブエレメント・セパレータを表す

vvvrrr 3 桁のバージョン(vvv)と 3 桁のリリース(rrr)を表す

vvvvrrnn 4 桁のバージョン(vvvv)、2 桁のリリース(rr)、および 2 桁のエディション・

インジケータ(nn) を表す

ttt...t ファイルタイプ名を表す

ccc...c 圧縮技術を表す

nnn...n バイト数を表す

bbb...b バイト数を表す
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４）ヘッダ、トレーラ、ターミネータ、およびセパレータ

(1) メッセージ・ヘッダ

下記のキャラクタを使用する。

[)>  R
S

(2) メッセージ・トレーラ

下記のキャラクタを使用する。

EOT

(3) フォーマット・ヘッダ

図表 11－２による。

(4) フォーマット・トレーラ

下記のキャラクタを使用する。

R
S

(5) セグメント・ターミネータ

ＥＤＩセグメントの末尾を示すために、下記のキャラクタを使用する。

F
S

(6) データエレメント・セパレータ

ＥＤＩデータエレメントを区分するために、下記のキャラクタを使用する。

G
S

(7) サブエレメント・セパレータ

ＥＤＩ複合データエレメント中のサブエレメントを区分するために、下記のキャラ

クタを使用する。

U
S
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11.4 フォーマット「０１」の仕様

１）フォーマット・ヘッダ

フォーマット・ヘッダは、以下のように表示される。

01GS vv

ここで、

・G
S データエレメント間に使われるデータエレメント・セパレータ

・ vv 本規格の管理機関が割り当てる２桁バージョンを表す。

２）コンテンツの構成

ﾌｫｰﾏｯﾄ「01」は、あらゆる仕分および追跡のアプリケーションに共通な「必須デー

タ」と、取引業者間の特定のアプリケーションに有効な「任意データ」で構成される。

ﾌｫｰﾏｯﾄ「01」を管理する組織は、ＩＳＯ管理機関に申請しバージョン番号の割当て

をうける必要がある。

現在のところ下記のバージョン番号が認められている。

•Version ‘26’ - Formatted according to the rules of the International Air
Transport Association (IATA)

•Version ‘56” - Formatted according to the rules of International Federation
of Freight Forwarders Association (FIATA)

•Version ‘96” - Formatted according to the rules of ANSI MH10/SC 8

ﾌｫｰﾏｯﾄ「01」では、必須データと任意データに分けて、格納すべきデータエレメン

トの種類と格納順序をあらかじめ決めておく必要がある。

メッセージ内に一つ以上のフォーマットが存在する場合、ﾌｫｰﾏｯﾄ「01」が使用されて

いるならばこれがメッセージ内の最初のフォーマットでなければならない。
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３）ANSI フォーマット「０１」の格納データ

ANSI ﾌｫｰﾏｯﾄ「01」の格納データ1を以下に示す。

必須データは最初に格納し、必須データは省略できない。任意データは必須データ

に続けて格納し、任意データは省略できるがデータ要素区切り文字 G
S は省略できな

い。

①必須データ

Ship To Postal Code  an 03...11

荷届先の郵便番号

Ship To Country Code (ISO 3166)  n 03

荷届先の国コード(ISO 3166)

Class of Service (Assigned by carrier)  an 01...03

サービス等級(運送事業者が割当)

Tracking Number (controlled by carrier)  an 01...20

追跡番号(運送事業者が管理)

Origin Carrier SCAC  an 02...04

元請運送事業者コード

②任意データ

Carrier Assigned Shipper ID(pick-up Location) an 01...10

運送事業者が割当てた荷送人ＩＤ（集荷場所）

Julian Day of pickup  n 03

集荷のユリウス日

Shipment ID Number  an 01...30

荷物ＩＤ番号

n/x (container n of x total containers)  n 01...04/ n 01...04

n/x(合計ｘ個のうちのｎ個)

Weight (lb) (decimal is a character if used)  r 01...10

重量(ポンド)(小数点付き十進数)

Cross match (value is Y or N)  a 01

クロスマッチ(値はＹまたはＮ)

Ship To Street Address  an 01...35

荷届先の通り住所

Ship To City  an 01...35

荷届先の都市

Ship To State/Province  an 02

荷届先の州／地方

                                                
1 ANSI MH10.8.3M-1996 Unit Loads and Transport Package－Two-Dimentional Symbols



- 72 -

４）フォーマット「０１」の例

下記のデータをﾌｫｰﾏｯﾄ「01」にエンコードする例を示す。

荷届先の郵便番号 1050013

荷届先の国コード(ISO 3166) 392

運送サービスコード 00

追跡番号 0123456789001　運送送り状番号／個口連番

元請運送事業者コード 6005

荷送人 ID(集荷場所) 104810

集荷日 079

荷物 ID 番号 （省略）

n/x 1/5

重量 （省略）

クロスマッチ （省略）

荷届先の通り住所 （省略）

荷届先の都市 （省略）

荷届先の州／地方 （省略）

上記のデータをﾌｫｰﾏｯﾄ「01」にエンコードした例を下記に示す。

[)> R
S

01G
S96

1050013G
S392

G
S00

G
S0123456789001

G
S6005

G
S104810

G
S079

G
S
G
S1/5

R
S
EOT
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11.5 フォーマット「０４」の仕様

１）フォーマット・ヘッダ

フォーマット・ヘッダは、以下のように表示される。

04vvvrrrFS
G
S
U
S

ここで、

・ vvvrrr UN/EDIFACT レベルの３桁のバージョン（vvv）と３桁のリリース（rrr）イ

ンジケーターを表す

・ F
S EDI セグメントの末尾を示すセグメント・ターミネータ

・ G
S EDI データエレメント間に使われるデータエレメント・セパレータ

・ U
S 複合データエレメント中の EDI サブエレメント間に使われるサブエレメン

ト・セパレータ

２）コンテンツの構成

このフォーマットは、UN/EDIFACT 規則に沿って体系化された荷届先や出荷場所な

どのデータを表すのに使用する。

このフォーマットを使えば、UNB/UNA/UNZ および UNH/UNT などをエンベロープしな

い個々の UN/EDIFACT セグメントか、あるいは、UNH/UNT などをエンベロープする一

つの UN/EDIFACT メッセージで表されるデータをエンコードすることができる。この

データは、ＥＤＩトランスレータに直接送られることを意図したものではない。

ﾌｫｰﾏｯﾄ「04」では、UN/EDIFACT フォーマットのバージョンがフォーマット・ヘッ

ダに使われる。キャラクタ"FS"は UN/EDIFACT セグメント・ターミネータとして、キ

ャラクタ"GS"は UN/EDIFACT サブエレメント・セパレータとして使われる。
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３）フォーマット「０４」の例

ﾌｫｰﾏｯﾄ「04」にエンコードした例を下記に示す。ﾌｫｰﾏｯﾄ「06」と組合わせた例とな

っている。

メッセージ・ヘッダ [)>RS

フォーマット「０４」ヘッダ 04092001FS
G
S
U
S

出荷元の名前と住所 NADGSSF
G
S
G
S
G
SGOOD SUPPLIER

G
S185 MONMOUTH PKWY

G
S

E. SHORT BRANCHGSNJ
G
S07764-1394

G
SUSA

F
S

荷届先の名前と住所 NADGSST
G
S
G
S
G
S

TELEFONAKTLEBOLAGET OLAFSSON+PHYSICAL 

DISTRIBUTIONGS
G
S
G
SSTOCKHOLM

G
S
G
S
G
SS-131 89

G
S SEK

F
S

発送通知番号 BGMGS351
G
S93-5678ML

G
S9

R
S

フォーマット「０６」ヘッダ 06GS

ライセンスプレート 1JEABCXXXAGS

運送事業者積荷番号 12KSCACMH80312GS

注文番号 KPO505054GS

数量 (個々の) Q500GS

出荷者コード 3V0662742GS

顧客製品コード PAA00211211GS

生産国 4LUSGS

ロット番号/バッチ番号 1TMJH110780GS

カートンn／x 13Q1/3GS

積荷重量 7Q263.2KGGS

積荷容積 Volume 7Q1.65CRRS

メッセージ・トレーラ EOT
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11.6 フォーマット「０５」の仕様

１）フォーマット・ヘッダ

フォーマット・ヘッダは、以下のように表示される。

05GS

ここで、

・ G
S データ・フィールド間で使われるデータエレメント・セパレータ

２）コンテンツの構成

ﾌｫｰﾏｯﾄ「05」の各データは、しかるべき EAN/UCC アプリケーション識別子（AI）コ

ードを先頭に持ち、データエレメント・セパレート・キャラクタ"GS"がその後に続く。

ただし、そのデータエレメントがデータ・フォーマットの最終フィールドでない、つ

まり最終ﾌｫｰﾏｯﾄ「05」データエレメントに続くのがフォーマット・トレーラ・キャラ

クタ"RS"でない場合に限る。

ﾌｫｰﾏｯﾄ「05」で使用する EAN/UCC アプリケーション識別子は、ISO/IEC 15418 にお

いて言及され、EAN General Specifications であらかじめ定義されている。

３）フォーマット「０５」の例

ﾌｫｰﾏｯﾄ「05」にエンコードした例を下記に示す。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

ﾌｫｰﾏｯﾄ「05」ヘッダ 05G
S

注文番号 4001234567G
S
R
S

製造年月日 11001123G
S

賞味期限 17010323R
S

メッセージ・トレーラ EOT
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11.7 フォーマット「０６」の仕様

１）フォーマット・ヘッダ

フォーマット・ヘッダは、以下のように表示される。

06GS

ここで、

・ G
S データ・フィールド間で使われるデータエレメント・セパレータ

２）コンテンツの構成

ﾌｫｰﾏｯﾄ「06」の各データは、しかるべきデータ識別子（DI）コードを先頭に持ち、

データエレメント・セパレート・キャラクタ"GS"がその後に続く。ただし、そのデー

タエレメントがデータ・フォーマットの最終フィールドでない、つまり最終ﾌｫｰﾏｯﾄ

「06」データエレメントに続くのがフォーマット・トレーラ・キャラクタ"RS"でない

場合に限る。

データ識別子は、ISO/IEC 15418 において言及され、ANSI MH10.8.2 で定義されて

いる。

３）フォーマット「０６」の例

ﾌｫｰﾏｯﾄ「06」にエンコードした例を下記に示す。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

フォーマット「０６」ヘッダ 06G
S

注文番号 K1234567G
S

製造年月日 1T001123G
S

賞味期限 5D010323036R
S

メッセージ・トレーラ EOT
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11.8 フォーマット「０８」の仕様

１）フォーマット・ヘッダ

フォーマット・ヘッダは、以下のように表示される。

08vvvvrrnn

ここで、

・ vvvvrrnn ＣＩＩレベルの４桁のバージョン（vvvv）、２桁のリリース（rr）と

２桁のエディッション（nn）インジケータを表す。ＣＩＩシンタック

スルールの BPID に等しい。

２）コンテンツの構成

ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」はＣＩＩシンタックスルールに準じた構造化データで、（財）日本情

報処理開発協会 電子商取引推進センターが定義している。ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」はＣＩＩメ

ッセージ・レコードを１つだけもつ。ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」のフォーマット終了およびメッセ

ージ終了は、ＣＩＩメッセージ・トレーラで表示されるものとする。

メッセージ・トレーラ・キャラクタ「EOT」とフォーマット・トレーラ・キャラク

タ「RS」は、ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」に用いてはならない。ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」をメッセージ・エンベ

ロープ内のそのほか、いかなるデータ・フォーマットと組み合わせてはならない。

国際取引には、ﾌｫｰﾏｯﾄ「04」を使用することとする。ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」の使用は、日本

のみとする。
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３）フォーマット「０８」の形式

ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」の形式は、「ＣＩＩシンタックスルールに基づくデータを高容量ＡＤ

Ｃメディアに格納する際（CII/ADC）のガイド」2に基づくものとする。

このガイドは、ISO/IEC 15434 に規定されたﾌｫｰﾏｯﾄ「08」に適合して、ＣＩＩシン

タックスルールにしたがって構成されたデータを、高容量ＡＤＣメディアに格納する

場合（CII/ADC）に限り、ＣＩＩシンタックスルールの仕様を一部変更して運用する

ための CII/ADC 構文規則を定めたものである。この CII/ADC 構文規則は通常の電子デ

ータ交換（ＥＤＩ）に適用してはならない。

４）フォーマット「０８」の例

ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」にエンコードした例を下記に示す。（太字は制御データタグ）

[)> RS

08JTRNFF2C

0x’F0’ TFD3 領域開始子

0x’0002’ 0x’04’ 3001 情報区分コード

0x’0009’ 0x’01’ 1 訂正コード

0x’772E’ 0x’08’ 19990727 着荷指定日

0x’7532’ 0x’0F’ 502045072790001 運送送り状番号

0x’76C2’ 0x’1C’ 財団法人日本情報処理開発協会 荷届先名

0x’7762’ 0x’1A’ 東京都江東区青梅２－４５　タイム２４ビル 荷届先住所

0x’7596’ 0x’16’ 電子商取引推進センター 荷送人名

0x’FA31’ マルチ明細見出し（明細番号１）

0x’77B0’ 0x’04’ 書籍 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’01’ 3 個数

0x’FB’ 改行指示子

0x’77B0’ 0x’04’ 雑誌 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’02’ 50 個数

0x’FB’ 改行指示子

0x’77B0’ 0x’06’ 文房具 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’03’ 152 個数

0x’FC’ マルチ明細終端子

0x’FE’ TFD 領域終端子

                                                
2 (財)日本情報処理開発協会 電子商取引推進センター発行。付属書Ｃ参照。
3 Transfer Form Data の略。ＣＩＩ構文規則において通信上の可変長データエレメントを扱う形

式のこと。
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５）フォーマット「０８」のエンコード

ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」は、ＴＦＤ（Transfer Form Data）開始子、タグ番号、レングスなど

をバイナリーデータで表わすため、バイナリーデータとテキストデータが混在する。

このため、ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」を２次元シンボルにエンコードする場合には、ﾌｫｰﾏｯﾄ「08」

全体をバイナリーモードによりエンコードして使用する。
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12．ＳＴＡＲラベルに関わる物流ビジネスモデル（参考）

12.1 物流ビジネスモデルの目的

本ガイドラインでは、以下の目的のためにＳＴＡＲラベルに関わる物流ビジネスモデ

ルを提示する。

１）本ガイドラインの理解促進

本ガイドラインが前提としている物流ビジネスモデルを提示することにより、本ガ

イドラインの背景や活用方法などが理解でき、本ガイドラインをより有効に活用でき

るようにする。

２）めざすべき物流情報化モデルの提示

めざすべき物流情報化モデルを物流ビジネスモデルとして提示することにより、Ｓ

ＴＡＲラベルやＥＤＩを活用した物流情報化の指針を提供する。

３）本ガイドライン作成・改良の合意形成

物流ビジネスモデルにより、本ガイドラインが前提とするビジネスプロセスを共通

の基準で認識することができ、関係者間のコミュニケーションと合意形成が図れるよ

うにする。

また、物流ビジネスモデルを活用することにより、ＳＴＡＲラベルに盛込むべきデ

ータエレメントの設定が体系的かつスムーズに行えるようにする。
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12.2 物流ビジネスモデル記述手法

ＳＴＡＲラベルに関わる物流ビジネスモデルは、下記の理由により「ＵＭＬ」(Unified

Modeling Language)によって記述した。

１）ＵＭＬの特長

ＵＭＬは、ビジネスモデリング、システム分析、システム設計、実装というシステ

ム開発の多くのフェーズに適用できる。このため、概略的なモデルから厳密なモデル

まで詳細に記述できる。また、各フェーズにおいて、同じダイヤグラムを使用するこ

とが可能なので、モデルを詳細化していくことにより、システム開発までシームレス

に行うことができる。

２）ＵＭＬの普及と国際規格化

ＥＤＩ分野では、UN/CEFACT1がＥＣビジネスプロセス設計のためにＵＭＬをベース

とした統一モデリング手法（ＵＭＭ：Unified Modeling Method）を開発しており、ebXML2

（Electronic Business XML Initiative）では、ＵＭＬをベースにＥＤＩメッセージ

を開発する手法とメタモデルを定めている。

また、現在、ISO/SC7において、ＵＭＬのＩＳＯ規格の制定作業が進められている。

                                                
1 United Nations / Centre for Facilitation of Procedures and Practices for Administration,
Commerce and Transport:行政、商業および運輸に関する手続と実務簡易化センター

2 UN/CEFACT と OASYS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

が XML(eXtensible Markup Language)を利用してすべてのｅビジネスデータを安全に交換する技

術的なフレームワークを開発するために 1999 年 11 月に設立した団体。
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12.3 めざすべき物流ビジネスモデル

本ガイドラインで示す物流ビジネスモデルは、今後、物流システムの効率化を進めてい

くうえで中小事業者も含めて実現を図っていきたいと考えている物流情報化到達イメージ

であり、これを踏まえて記述している。

［物流情報化到達イメージ］

商品外装梱包には物流商品コード用１次元シンボル3がソースマーキングされ、輸

送単位（荷物）にはライセンスプレートナンバー・１次元シンボル4を含むＳＴＡＲ

ラベルが貼付される。

出荷の確定情報は、出荷者から荷受者に対してＡＳＮ（事前出荷明細情報）5とし

てＥＤＩにより事前に送信される。荷受者（発注者）は、このＡＳＮと発注情報を照

合することにより欠品と過品を事前に確認し荷受準備を行う。荷受者は、荷受時にＳ

ＴＡＲラベルのライセンスプレートナンバー・１次元シンボルまたは物流商品コード

用１次元シンボルを読み取り、このＡＳＮと照合することにより荷受検品作業を行う。

検品結果は商品受領情報として出荷者（受注者）にＥＤＩで通知される。

輸配送依頼の確定情報は、出荷者（荷送人）から輸配送者に対して運送依頼情報 6

としてＥＤＩにより事前に送信される。輸配送者は、この運送依頼情報により運転手

を割当てし配車を行う。輸配送者は、出荷場所での荷受時にＳＴＡＲラベルのライセ

ンスプレートナンバー・１次元シンボルを読み取り、運送依頼情報と照合することに

より荷受確認を行なう。輸配送者のターミナル等で荷卸、発送、仕分、配送、荷渡確

認、貨物追跡情報取得などの作業の都度、ＳＴＡＲラベルのライセンスプレートナン

バー・１次元シンボルを読み取り、作業を行なう。荷物の輸配送状況は、必要の都度、

貨物追跡情報として出荷者に対しＥＤＩで通知される。輸配送者が荷受者に荷物を渡

したことを、運送完了報告情報として出荷者にＥＤＩで通知する。

                                                
3 ITF-14、ITF-16 などがＪＩＳ規格化されている。
4 ライセンスプレートは、輸送単位をユニークに識別する識別子としてＩＳＯ規格化されている。
5 入荷予定データとして流通標準ＥＤＩ「JEDICOS」に規定されている。
6 運送依頼情報は物流ＥＤＩ標準「JTRN」に規定されている。
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12.4 物流ビジネスモデル

１）アクター（当事者）の設定

ＳＴＡＲラベルに関わる物流ビジネスのアクター（当事者）を図表 12－１のよう

に設定する。

実際の物流ビジネスモデルでは、図表 12－２に示すアクターは、さらに個別の作

業を分担するアクターに分解される。

図表 12－１　商流関係アクターの定義

アクター名 アクターの定義

受注者 商品の注文を受けた者

発注者 商品の注文を要請した者

図表 12－２　物流関係アクターの定義

アクター名 アクターの定義

出荷者 出荷業務を行う者

管理部門 出荷業務の管理を担当する部門

作業部門 出荷業務の現場作業を行う部門

輸配送部門（荷送人） 出荷業務の輸配送を担当する部門

中継者 通過型物流センターなどで中継業務を行う者

管理部門 中継業務の管理を担当する部門

作業部門 中継業務の現場作業を行う部門

輸配送部門（荷送人） 中継業務の輸配送を担当する部門

輸配送者 輸配送業務を行う者

管理部門 輸配送業務の管理を担当する部門

作業部門（運転手） 輸配送業務の現場作業を行う部門

荷受者 荷受業務を行う者

管理部門 荷受業務の管理を担当する部門

作業部門 荷受業務現場作業を行う部門
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２）業務別機能の構成

ＳＴＡＲラベルに関わる物流業務の機能構成を図表 12－３のように設定する。物

流業務の機能構成を、レベル１からレベル３に細分化している。

図表 12－３ ＳＴＡＲラベルに関わる物流業務の機能構成

レベル１ レベル2 レベル3

受注業務 － －

出荷情報作成出荷指示

輸配送依頼情報送信

ピッキング

出庫検品

荷ぞろえ

出庫

ＳＴＡＲラベル貼付

出荷仕分 －

発送検品

積付

集合ＳＴＡＲラベル（出荷）貼付

荷渡確認

出荷業務

出荷発送

事前出荷明細情報送信

輸配送荷受確認輸配送積込

輸配送積込作業

輸配送荷卸作業

輸配送業務

（その１）

輸配送荷卸

輸配送引渡確認

事前出荷明細情報（中継）受信

中継出荷情報作成

中継出荷指示

輸配送依頼情報（中継）送信

中継荷受確認

中継荷受検品

中継荷受

中継集合化解体

中継仕分 －

中継発送検品

中継積付

集合ＳＴＡＲラベル（中継）貼付

中継荷渡確認

中継業務

中継発送

事前出荷明細情報（中継）送信

輸配送荷受確認輸配送積込

輸配送積込作業

輸配送荷卸作業

輸配送業務

（その２）

輸配送荷卸

輸配送引渡確認

荷受確認

荷受検品

荷受

集合化解体

入庫仕分 －

格納検品

荷受業務

入庫

格納

発注業務 － －
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３）ユースケースによる機能分析

(1) ビジネスドメインのユースケース

対象とする物流業務全体（ここでは、ビジネスドメインと呼ぶ。）について、当

事者と業務の関係をユースケース図で示す。

図表 12－４  ビジネスドメインのユースケース図

商品を発注する
発注者

商品を受注する
受注者

出荷する
出荷者

輸配送する
輸配送者

中継する
中継者

荷受する
荷受者
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(2) 業務ドメインのユースケース

出荷、輸配送、中継、荷受の各業務（ここでは、業務ドメインと呼ぶ。）ごとに、

当事者と作業の関係を示す。

①出荷業務ドメイン

図表 12－５  出荷業務ドメインのユースケース図

商品をピッキングをする

商品の出庫検品をする

商品の荷ぞろえをする

輸送ラベルを作成・貼付する

出荷仕分をする

商品を出庫する

<<refine>>

発送検品をする

積付をする

荷渡確認をする

出荷者（作業部門）

集合輸送ラベルを作成・貼付する

出荷発送をする

<<refine>>

事前出荷情報を送信する

出荷を指示する

出荷者（管理部門）

出荷者（作業部

出荷者（管理部
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図表 12－５　出荷業務のユースケース図（続き）

　出荷者（輸配送部門）

②輸配送業務ドメイン

図表 12－６  輸配送業務ドメインのユースケース図

輸配送者（管理部門）

輸配送者（運転手）

輸配送依頼情報を送信する

出荷者（輸配送部門）

輸配送者（管理部門）

輸配送依頼情報を受信する

荷卸確認をする

引渡確認をする

荷卸をする

<<refine>>

輸配送者（運転手）

積込確認をする

積込をする

荷受確認をする

<<refine>>
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③中継業務ドメイン

図表 12－７  中継業務ドメインのユースケース図

中継者（管理部門）

中継者（管理部門）

事前出荷明細情報を受信する

中継出荷を指示する

事前出荷明細情報を送信する
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図表 12－７　中継業務のユースケース図（続き）

中継者（作業部門）

中継者（輸配送部門）

中継荷受確認をする

中継荷受検品をする

集合化を解体する

中継する

中継荷受をする

<<refine>>

中継者(作業部門）

中継発送検品をする

集合輸送ラベルを作成・貼付する

中継荷渡確認をする

中継積付をする

中継発送をする

<<refine>>

輸配送依頼情報を送信する

中継者（輸配送部門）
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④荷受業務ドメイン

図表 12－８  荷受業務ドメインのユースケース図

荷受者（管理部門）

荷受者（作業部門）

　４）アクティビティ図、シナリオ、およびオブジェクト図

ビジネスドメイン（対象とする物流業務全体）のアクティビティ図、シナリオ、オ

ブジェクト図およびコラボレーション図を付属書Ｄに示す。

事前出荷明細情報を受信する

荷受者（管理部門）

荷受者（作業部門）

格納検品をする

格納をする

入庫仕分をする

入庫をする

<<refine>>

荷受確認をする

荷受検品をする

集合化を解体する

荷受する

<<refine>>
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13．消費財系ＳＴＡＲラベル

13.1 消費財系ＳＴＡＲラベルのコンテンツ

消費財系ＳＴＡＲラベルに記載するデータエレメント集を図表 13－１に示す。このデ

ータエレメント集は、現時点でＳＴＡＲラベルに記載すべきデータエレメントを網羅して

いる。このデータエレメント集は、ＳＴＡＲラベルの普及に対応して標準として追加すべ

きものが生じれば改訂を行って対応することとする。

ＳＴＡＲラベルの利用者は、この中から必要なデータエレメントを選択して使用するも

のとする。

図表 13－１に示すデータエレメントの利用場面例を、図表 13－２に示す。
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図表 13－１　消費財系ＳＴＡＲラベルのデータエレメント集

（注 1） ・漢字タイプ「K」   → ２バイトの文字で構成される文字列データエレメントを示す。
（文字数は、バイト数を２で割ることで求められる。（例.K(40)=20 文字））

  ・英数字タイプ「X」 → １バイトの英数字で構成される文字列データエレメントを示す。

  ・数字タイプ「9」   → １バイトの数字で構成される数値データエレメントを示す。

  ・数字タイプ「Y」   → １バイトの西暦年月日を表す数字で構成される数値データエレメントを示す。

統一運送送り状番号 X(20) 荷送人または輸送事業者が輸配送を委託する単位に付与した統一番号
運送送り状番号 X(20) 輸送事業者が輸配送を受託する単位に付与した輸配送者固有の番号
荷受者名  K(40) 荷受者(卸売業名、小売業名など）の名称
荷届先コード X(13) 荷届先（物流センター、倉庫会社、店舗など）を示すコード
荷届先名  K(40) 荷届先(物流センター、倉庫会社、店舗など)の名称
荷届先市区町村コード X(5) 荷届先のＪＩＳ都道府県市区町村コード
荷届先住所  K(120) 荷届先の住所
荷届先電話番号 X(20) 荷届先の電話番号
荷届先郵便番号 X(7) 荷届先の郵便番号
荷届先国コード X(3) 荷届先の国コード
出荷者コード X(13) 出荷者（メーカー、卸売業など）を示すコード
出荷者名  K(40) 出荷者（メーカー、卸売業など）の名称
出荷場所名  K(40) 出荷場所(工場、物流センター、倉庫会社など)の名称
出荷場所住所  K(120) 出荷場所の住所
出荷場所電話番号 X(20) 出荷場所の電話番号
個口数 9(3) 運送を委託する単位の運送梱包総個数
個口連番 9(3) 個口数の中の輸送単位ごとに付与した連続番号
出荷日 Y(8) 出荷する（した）日
着荷指定日 Y(8) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷日
着荷指定時刻 X(4) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷時刻
輸配送者コード  X(12) 輸配送者を示すコード
輸配送者名  K(30) 輸配送者の名称
輸配送者取扱店名  K(30) 輸配送者の取扱店（発店）の名称
運送サービスコード X(2) 運送サービスを示すコード
配送ルート番号 X(8) 配送経路を示す番号
配送便コード X(6) 配送の便を識別するコード
輸配送者用記事欄 K(50) 輸配送者用の記事欄
ライセンスプレートナンバー X(20) 輸送単位（荷物）をユニークに識別する番号
出荷番号 X(20) 出荷者が出荷単位に付与した管理番号
発注番号 X(23) 発注者が付与した注文伝票を識別するコード
発注者名  K(40) 発注者（小売業、卸売業など）の名称
発注日 Y(8) 発注データが送付された日
受注者コード X(12) 受注者を示すコード
受注者名  K(40) 受注者の名称
受注日 Y(8) 受注した日付
商品分類コード X(4) 商品の分類上のグループを表わすコード
統一品名コード X(25) 商品の統一管理コード(JANコードなど)
発注者品名コード X(25) 発注者が採番した商品の管理コード
受注者品名コード X(25) 受注者が採番した商品の管理コード
商品名  K(40) 商品の名称
包装数 9(3) 納品単位の外装包装個数
包装連番 9(3) 梱包数の中の梱包ごとに付与した連続番号
商品数量 9(9) 商品の数量
商品入数 9(9) １梱包(ケース)の中に入っている商品数量

賞味期限 Y(8) 生産者が設定した商品の賞味を保証する期限
規格 X(25) 受注者が指定する寸法、形状、品質などについての規定
サイズコード X(7) 受注者が指定する商品の容積を表わすコード
色コード X(7) 受注者が指定する商品の色を表すコード
数量単位コード X(3) 商品数量の単位を示すコード
出荷者用記事欄 K(50) 出荷者用の記事欄
納入指定日 Y(8) 発注者が受注者に対して指定する納入日
納入指定時刻 X(4) 発注者が受注者に対して指定する納入時刻
荷受者格納場所コード X(10) 小売業、物流センターなどの荷受者が個別に付与した陳列棚、格納棚などの位置を示す
流通ｾﾝﾀｰｺｰﾄﾞ X(13) 流通ｾﾝﾀｰを示すコード
流通ｾﾝﾀｰ名  K(30) 流通ｾﾝﾀｰの名称
流通ｾﾝﾀｰ住所  K(120) 流通ｾﾝﾀｰの住所
統一店番号 X(13) 店舗を示す統一番号(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｹｰｼｮﾝﾅﾝﾊﾞｰで表す)
店番号 X(4) 小売業が個別に付与した店舗を示す番号
店部門コード X(6) 小売業が個別に付与した店舗の部門、売場などを示すコード
店部門名  K(30) 店舗の部門、売場などの名称
荷受者用記事欄 K(50) 荷受者用の記事欄

最大
ﾊﾞｲﾄ数

定　　　義

輸配送者用
・共通領域

荷受者用・
出荷者用領
域（消費財
系）

分類 項目名
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図表 13－２　消費財系ＳＴＡＲラベル・データエレメントの利用業務例

凡例  C:Create  U:Update  R:Reference

STAR ラベル
利用業務

STAR ラベル
データエレメント

ピ
ッ
キ
ン
グ
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庫
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品
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荷
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作
業

配
送
荷
卸
作
業

配
送
引
渡
確
認

荷
受
確
認

荷
受
検
品

格
納
検
品

格
納

統一運送送り状番号 C R R R R R R R R R R R R R R R
運送送り状番号 C R R R R R R R R R R R R R R R
荷受者名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

荷届先コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

荷届先名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

荷届先市区町村コード C R R R R R R R R R R R R

荷届先住所 C R R R R R R R R

荷届先電話番号 C R R R R R R
荷届先郵便番号 C R R R R R R R R R R R

荷届先国コード C R R R R R R R R R R R
出荷者コード C R R R R R R R R R R R
出荷者名 C R R R R R R R R R R R
出荷場所名 C R R R
出荷場所住所 C R R R
出荷場所電話番号 C R R R
個口数 C U R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
個口連番 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

出荷日 C R R R R R R R R R

着荷指定日 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
着荷指定時刻 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

輸配送者コード C R R R R R R R R R R R R
輸配送者名 C R R R R R R R R R R R R
輸配送者取扱店名 C R R R R R R R R R R R R

運送サービスコード C R R R R R R R R R
配送ルート番号 C R R R R R R R R R R R R
配送便コード C R R R R R R R R R R R R R R

輸配送者用記事欄 C R R R R R R R R R R R R R R R

ライセンスプレートナンバー C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
出荷番号 C R R R R R R R

発注番号 C R R R R R R R
発注者名 C R R R R R R R R R R R R R
発注日 C R R R R R R R R R
受注者コード C R R R R R
受注者名 C R R R R R
受注日 C R R
商品分類コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
統一品名コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

発注者品名コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

受注者品名コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R
商品名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

包装数 C R R U R R R R R R R R R R R
包装連番 C R R R R R R R R R R
商品数量 C R R R R R R R R R R R R R R R R R

商品入数 C R R R R R R R R R R R R R R R R R
賞味期限 C R R R R R R R R R R R R R R R R
規格 C R R R R R R R R R R R R R

サイズコード C R R R R R R R R R R R R R

色コード C R R R R R R R R R R R R R
数量単位コード C R R R R R R R R R R R R R R R R
出荷者用記事欄 C R R R R R R R

納入指定日 C R R R R R R
納入指定時刻 C R R R R R R
荷受者格納場所コード C R R R R R R R R R R R R
流通ｾﾝﾀｰｺｰﾄﾞ C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

流通ｾﾝﾀｰ名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
流通ｾﾝﾀｰ住所 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
統一店番号 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

店番号 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
店部門コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
店部門名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

荷受者用記事欄 C R R R R R R R R R R R R R R

中
継
仕
分

中継業務

輸配送者用
・共通領域
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13.2 消費財系ＳＴＡＲラベルのサンプル

１）特別積合せトラック輸送を使用する場合

特別積合せトラック輸送を使用する場合、ＳＴＡＲラベルには荷受者・出荷者用

の情報のほかに輸配送者用の情報が必要となる。

ＳＴＡＲラベルサンプルを以下の２つのケースについて示す。

(1) メーカー（または卸売業）・流通センター間で使用するＳＴＡＲラベル

メーカー（または卸売業）・流通センター間で使用するＳＴＡＲラベルのサンプ

ルを図表 13－３に示す。

このＳＴＡＲラベルのサンプルは、下記の環境で使用する場合を想定している。

①メーカー（または卸売業）の出荷作業、輸配送者の荷扱い・貨物追跡作業、小

売業流通センターの荷受作業などで共通に使用する。

②メーカー（または卸売業）から流通センターまでの輸送は特別積合せ運送事業

者を利用する。

(2) メーカー（または卸売業）・流通センター・店舗間で使用するＳＴＡＲラベル

メーカー（または卸売業）・流通センター・店舗間で使用するＳＴＡＲラベルの

サンプルを図表 13－４に示す。

このＳＴＡＲラベルのサンプルは、下記の環境で使用する場合を想定している。

①メーカー（または卸売業）の出荷作業、輸配送者の荷扱い・貨物追跡作業、小

売業流通センターの荷受作業・店舗別仕分作業・出荷作業、店舗の荷受作業な

どで共通に使用する。

②メーカー（または卸売業）から流通センターまでの輸送は特別積合せ運送事業

者を利用し、流通センターから店舗までの配送は小売業専用トラック輸送を利

用する。

③流通センターでは、店番号用１次元シンボルにより店舗別の仕分を自動コンベ

ヤで行う。

（注）上記と同一な環境で使用する場合でも、ここで示したＳＴＡＲラベル・サン

プルはあくまで一例であることに注意されたい。
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図表 13－３　消費財系ＳＴＡＲラベル・サンプル（１）

（特積みトラック輸送使用、流通センター納品）

図表 13－４　消費財系ＳＴＡＲラベル・サンプル（２）

（特積みトラック輸送使用、店舗指定流通センター納品）
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（注）この図は実物大ではない。

（注）この図は実物大ではない。
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図表 13－３および図表 13－４の MaxiCodeには、下記のデータがエンコードされてい

る。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

仕分・追跡ﾌｫｰﾏｯﾄ･ﾍｯﾀﾞ 01G
S96

荷届先郵便番号 1050053G
S

荷届先国コード 392G
S

運送サービスコード 00G
S

統一運送送り状番号 104810101002019G
S

運送事業者コード 0000G
S

出荷者コード 104810G
S

出荷日（ユリウス日1） 858G
S

ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄﾅﾝﾊﾞｰ 049123450000000218G
S

個口連番/個口数 1/5

フォーマット・トレーラ R
S

メッセージ・トレーラ EOT

                                                
1 ユリウス日とは、紀元前 4713 年１月１日の世界時12 時（つまり正午）を起点にした通日で、

ＪＤと表記します。ここでは、ユリウス日の下３桁で表記します。



- 97 -

２）専用トラック輸送を使用する場合

専用トラック輸送のみを使用する場合、ＳＴＡＲラベルの輸配送者用の情報は簡略

化できる。

ＳＴＡＲラベルサンプルを以下の２つのケースについて示す。

(1) メーカー（または卸売業）・流通センター間で使用するＳＴＡＲラベル

メーカー（または卸売業）・流通センター間で使用するＳＴＡＲラベルのサンプ

ルを図表 13－３に示す。

このＳＴＡＲラベルは、下記の環境で使用する場合を想定している。

①メーカー（または卸売業）の出荷作業、輸配送者の荷扱い・貨物追跡作業、小

売業流通センターの荷受作業などに共通に使用する。

②メーカー（または卸売業）から流通センターまでの輸送は専用トラック輸送を

利用する。

(2) メーカー（または卸売業）・流通センター・店舗間で使用するＳＴＡＲラベル

メーカー（または卸売業）・流通センター・店舗間で使用するＳＴＡＲラベルの

サンプルを図表 13－４に示す。

このＳＴＡＲラベルは、下記の環境で使用する場合を想定している。

①メーカー（または卸売業）の出荷作業、輸配送者の荷扱い・貨物追跡作業、小

売業流通センターの荷受作業・店舗別仕分作業・出荷作業、店舗の荷受作業な

どに共通に使用する。

②メーカー（または卸売業）から流通センターまでの輸送、流通センターから店

舗までの配送のいずれも専用トラック輸送を利用する。

③流通センターでは、店番号用１次元シンボルにより店舗別の仕分を自動コンベ

ヤで行う。

（注）上記と同一な環境で使用する場合でも、ここで示したＳＴＡＲラベル・サン

プルはあくまで一例であることに注意されたい。
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図表 13－５　消費財系ＳＴＡＲラベル・サンプル３

（専用トラック輸送使用、流通センター納品）

図表 13－６　消費財系ＳＴＡＲラベル・サンプル４

（専用トラック輸送使用、店舗指定流通センター納品）

（注）この図は実物大ではない。

（注）この図は実物大ではない。
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図表 13－５の PDF417 には、下記のデータがエンコードされている。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

AI フォーマット・ヘッダ 05G
S

ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄﾅﾝﾊﾞｰ 00049123450000000218G
S

発注番号 400111222333G
S

賞味期限 17010331G
S

n/x 9013Q1/5

フォーマット・トレーラ R
S

メッセージ・トレーラ EOT
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14．生産財系ＳＴＡＲラベル

14.1 生産財系ＳＴＡＲラベルのコンテンツ

生産財系ＳＴＡＲラベルに記載するデータエレメント集を図表 14－１に示す。このデ

ータエレメント集は、現時点でＳＴＡＲラベルに記載すべきデータエレメントを網羅して

いる。このデータエレメント集は、ＳＴＡＲラベルの普及に対応して標準として追加すべ

きものが生じれば改訂を行って対応することとする。

ＳＴＡＲラベルの利用者は、この中から必要なデータエレメントを選択して使用するも

のとする。

図表 14－１に示すデータエレメントの個々の利用業務例を、図表 14－２に示す。
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図表 14－１　生産財系ＳＴＡＲラベルのデータエレメント集

（注 1） ・漢字タイプ「K」  →  ２バイトの文字で構成される文字列データエレメントを示す。
（文字数は、バイト数を２で割ることで求められる。（例.K(40)=20 文字））

  ・英数字タイプ「X」→ １バイトの英数字で構成される文字列データエレメントを示す。

  ・数字タイプ「9」  → １バイトの数字で構成される数値データエレメントを示す。

  ・数字タイプ「Y」  → １バイトの西暦年月日を表す数字で構成される数値データエレメントを示す。

統一運送送り状番号 X(20) 荷送人または輸送事業者が輸配送を委託する単位に付与した統一番号

運送送り状番号 X(20) 輸送事業者が輸配送を受託する単位に付与した輸配送者固有の番号

荷受者名  K(40) 荷受者(卸売業名、小売業名など）の名称

荷届先コード X(13) 荷届先（物流センター、倉庫会社、店舗など）を示すコード

荷届先名  K(40) 荷届先(物流センター、倉庫会社、店舗など)の名称

荷届先市区町村コード X(5) 荷届先のＪＩＳ都道府県市区町村コード

荷届先住所  K(120) 荷届先の住所

荷届先電話番号 X(20) 荷届先の電話番号

荷届先郵便番号 X(7) 荷届先の郵便番号

荷届先国コード X(3) 荷届先の国コード

出荷者コード X(13) 出荷者（メーカー、卸売業など）を示すコード

出荷者名  K(40) 出荷者（メーカー、卸売業など）の名称

出荷場所名  K(40) 出荷場所(工場、物流センター、倉庫会社など)の名称

出荷場所住所  K(120) 出荷場所の住所

出荷場所電話番号 X(20) 出荷場所の電話番号

個口数 9(3) 運送を委託する単位の運送梱包総個数

個口連番 9(3) 個口数の中の輸送単位ごとに付与した連続番号

出荷日 Y(8) 出荷する（した）日

着荷指定日 Y(8) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷日

着荷指定時刻 X(4) 出荷者が輸配送者に対して指定する着荷時刻

輸配送者コード  X(12) 輸配送者を示すコード

輸配送者名  K(30) 輸配送者の名称

輸配送者取扱店名  K(30) 輸配送者の取扱店（発店）の名称

運送サービスコード X(2) 運送サービスを示すコード

配送ルート番号 X(8) 配送経路を示す番号

配送便コード X(6) 配送の便を識別するコード

輸配送者用記事欄 K(50) 輸配送者用の記事欄

ライセンスプレートナンバー X(20) 輸送単位（荷物）をユニークに識別する番号

納品番号 X(23) １回の納品を特定するための管理番号

出荷番号 X(20) 出荷者が出荷単位に付与した管理番号

発注者名  K(40) 発注者（小売業、卸売業など）の名称

受注者コード X(12) 受注者を示すコード

受注者名  K(40) 受注者の名称

統一品名コード X(25) 商品の統一管理コード(JANコードなど)

発注者品名コード X(25) 発注者が採番した商品の管理コード

受注者品名コード X(25) 受注者が採番した商品の管理コード
商品名  K(40) 商品の名称

包装数 9(3) 納品単位の外装包装個数

包装連番 9(3) 梱包数の中の梱包ごとに付与した連続番号

商品数量 9(3) 商品の数量

商品入数 9(3) １梱包(ケース)の中に入っている商品数量

数量単位コード X(3) 商品数量の単位を示すコード

納入指定日 Y(8) 発注者が受注者に対して指定する納入日

納入指定時刻 X(4) 発注者が受注者に対して指定する納入時刻

出荷者用記事欄 K(50) 出荷者用の記事欄

発注者情報 X(23) １次元シンボル表示を要する発注者参考情報

受注者情報 X(23) １次元シンボル表示を要する受注者参考情報

最大
ﾊﾞｲﾄ数

定　　　義

輸配送者用
・共通領域

荷受者用・
出荷者用
領域（生産
財系）

分類 項目名
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図表 14－２　生産財系ＳＴＡＲラベル・データエレメントの利用業務例

凡例  C:Create  U:Update  R:Reference

STAR ラベル
利用業務

STAR ラベル
データエレメント

ピ
ッ
キ
ン
グ

出
庫
検
品

荷
ぞ
ろ
え

輸
送
ラ
ベ
ル
貼
付

発
送
検
品

積
付
け

集
合
輸
送
ラ
ベ
ル
貼
付

荷
渡
確
認

輸
送
荷
受
確
認

輸
送
積
込
作
業

輸
送
荷
卸
作
業

輸
送
引
渡
確
認

中
継
荷
受
確
認

中
継
荷
受
検
品

中
継
発
送
検
品

中
継
積
付
け

集
合
輸
送
ラ
ベ
ル
貼
付

中
継
荷
渡
確
認

配
送
荷
受
確
認

配
送
積
込
作
業

配
送
荷
卸
作
業

配
送
引
渡
確
認

荷
受
確
認

荷
受
検
品

格
納
検
品

格
納

統一運送送り状番号 C R R R R R R R R R R R R R R
運送送り状番号 C R R R R R R R R R R R R R R
荷受者名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
荷届先コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
荷届先名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
荷届先市区町村コード C R R R R R R R R R R
荷届先住所 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
荷届先電話番号 C R R R R R
荷届先郵便番号 C R R
荷届先国コード C R R
出荷者コード C R R R R R R R R R R
出荷者名 C R R R R R R R R R R
出荷場所名 C R R R R
出荷場所住所 C R R R R
出荷場所電話番号 C R R R R
個口数 C U R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
個口連番 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
出荷日 C R R R R R
着荷指定日 C R R R R R R R R R R R
着荷指定時刻 C R R R R R R R R R R R
輸配送者コード C R R R R R R R R R R
輸配送者名 C R R R R R R R R R R
輸配送者取扱店名 C R R R R
運送サービスコード C R R R R R R R R R R
配送ルート番号 C R R R R R R R R R R
配送便コード C R R R R R R R R R R
輸配送者用記事欄 C R R R R R R R R
ライセンスプレートナンバー C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
納品番号 C R R
出荷番号 C R R R
発注者名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
受注者コード C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
受注者名 C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
統一品名コード C R R R R R R R R R R R R R
発注者品名コード C R R R R R R R R
受注者品名コード C R R R R R R R R
商品名 C R R R R R R R R R R R R R
包装数 C R R R R R R R R
包装連番 C R R R R R R R R
商品数量 C R R R R R R
商品入数 C R R R R R R
数量単位コード C R R R R R R R R R R R R
納入指定日 C R R R R R R R R R R R R R R R
納入指定時刻 C R R R R R R R R R R R R R R R
出荷者用記事欄 C R R R R R R R R R R R R
発注者情報 C R R R R R
受注者情報 C R R R R R R R R R R

輸送業務

輸配送者用
・共通領域

中継業務 配送業務
出
庫

出
荷
発
送

輸
送
積
込

輸
送
荷
卸

中
継
荷
受

中
継
発
送

入
庫

荷受者用・
出荷者用
領域（生産
財系）

入
庫
仕
分

中
継
仕
分

発
注
業
務

受
注
業
務

出
荷
指
示

出
荷
仕
分

荷受業務出荷業務
配
送
積
込

配
送
荷
卸

荷
受
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14.2 生産財系ＳＴＡＲラベルのサンプル

１）特別積合せトラック輸送を使用する場合

特別積合せトラック輸送を使用する場合、ＳＴＡＲラベルには荷受者・出荷者用の

情報のほかに輸配送者用の情報が必要となる。

ＳＴＡＲラベル・サンプルを図表 14－３に示す。MaxiCode には、特別積合せトラ

ック運送事業者が使用する運送送り状番号、荷届先市区町村コード、ライセンスプレ

ートナンバーなどを格納する。

２）専用トラック輸送を使用する場合

専用トラック輸送では、輸配送者用の情報は簡略化できる。ＳＴＡＲラベル・サン

プルを図表 14－４に示す。PDF417 には、商品コード、商品数量、発注番号などの検

品支援情報を格納する。

（注）ここで示したＳＴＡＲラベル・サンプルはあくまで一例であることに注意さ

れたい。
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図表 14－３　生産財系ＳＴＡＲラベル・サンプル（１）

（特積みトラック輸送使用）

図表 14－３の MaxiCode には、下記のデータがエンコードされている。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

仕分・追跡ﾌｫｰﾏｯﾄ･ﾍｯﾀﾞ 01G
S96

荷届先郵便番号 1050053G
S

荷届先国コード 392G
S

運送サービスコード 00G
S

統一運送送り状番号 104810101002019G
S

運送事業者コード 0000G
S

出荷者コード 104810G
S

出荷日（ユリウス日1） 858G
S

ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄﾅﾝﾊﾞｰ LA1234561110000001G
S

個口連番/個口数 1/5

フォーマット・トレーラ R
S

メッセージ・トレーラ EOT

                                                
1 ユリウス日とは、紀元前 4713 年１月１日の世界時12 時（つまり正午）を起点にした通日で、

ＪＤと表記します。ここでは、ユリウス日の下３桁で表記します。

（注）この図は実物大ではない。

荷
受
者
用
・
出
荷
者
用
領
域

　
輸
配
送
者
用
・
共
通
領
域
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図表 14－４　生産財系ＳＴＡＲラベル・サンプル（２）

（専用トラック輸送使用）

図表 14－４の PDF417 には、下記のデータがエンコードされている。

メッセージ・ヘッダ [)> R
S

DI フォーマット・ヘッダ 06G
S

ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾚｰﾄﾅﾝﾊﾞｰ JLA1234561110000001GS

発注番号 K222222222G
S

個口連番／個口数 13Q1/8G
S

発注者品名コード 1P444444G
S

商品数量 Q1000G
S

納品番号 2K333333333

フォーマット・トレーラ R
S

メッセージ・トレーラ EOT

（注）この図は実物大ではない。

荷
受
者
用
・
出
荷
者
用
領
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輸
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送
者
用

　
・
共
通
領
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付属書Ａ「用語の解説」（規範）

A.1 日本語（五十音順）

用語 説明 出典
１次元シンボル 長方形のバーとスペースの配列で情報を表示し、バーおよ

びスペースに対し垂直方向に走査することによって機械読

み取り可能なバーコードシンボル。シンボルキャラクタ、
クワイエットゾーン、およびキャラクタ間ギャップによつ

て構成する。
運送状 運送事業者の請求により、荷送人が運送契約を履行するた

めに必要な事項を記載のうえ署名または記名捺印して運送

人に提出する文書。

商法 570条

標準貨物自動車運送約款

運送人 陸上・湖川・港湾で物品または旅客の運送を業とする者。

海上運送では法律はこの名を用いない。

広辞苑

運搬 物品を比較的短い距離に移動させる作業。生産、流通、消

費などいずれの場合にも用いられる。

JIS Z0111 物流用語

送り状 物資を送付する際に、その内容を明記して発送人から受取
人あてに発行する文書。（広辞苑）

売主が買主宛に作成する約定品の出荷案内書、物品明細書、

価格計算書、代金請求書を兼ねた商業書類。インボイスと
も呼ぶ。（ロジスティクス用語辞典）

運送状と同じ意味で使用することもあり、その場合は「運
送送り状」ということもある。

広辞苑

基本ロジスティクス用語

辞典

運送送り状番号 運送送り状を管理する番号を表す。

エンコード 文字コードをバーコードシンボルに変換すること。

格納検品 商品の受取側で、倉庫の保管場所へ格納する際、あるいは

売場の陳列棚に陳列する際に、梱包から出して商品単位に
実施する検品をいう。

貨物 輸送される物資の総称。（JIS Z0111 物流用語）
貨車またはトラックなどに積んで運送する物資。（広辞苑）

JIS Z0111 物流用語
広辞苑

貨物コンテナ 輸送される物品のユニット化を目的とする輸送用容器。異
なった種類の輸送機関に適合性をもち、用途に応じた強度

を備え、反復使用に耐えられるもの。

JIS Z0111 物流用語

通い容器 何回も繰り返し使用される輸送用の容器。単に、コンテナ

ということがある。

JIS Z0111 物流用語

カートン 板紙でできた箱。板紙又は段ボール箱を意味することもあ

る。

JISZ0108 包装用語

基材 １次元シンボルまたは２次元シンボルを印刷する媒体をい
う。

一般には紙を使用する。

共通商品コード

用バーコードシ
ンボル

流通情報システムで商品を識別するための共通商品コード

をバーコードで表現し、商品に印刷されるマーク（JIS X0501
参照）。

JIS Z0111 物流用語

グローバル・ロ
ケーションナン

バー

国際ＥＡＮ協会が定めたもので、世界中の企業や事業所間
で互いに相手を唯一に識別するための共通企業／事業所コ

ードである。

検品 商品の納品に当たっての、受取側の現品検査で納品検品あ

るいは検収とも呼ばれる。検品は、その商品が発注した規
格を満足するかどうかの性能・品質と数量について行うが、

納品側との信頼関係によって梱包したままの数量を当たる

だけに省略される例が多い。

基本ロジスティクス用語

辞典

個口数 荷送人が輸配送者に対し、運送依頼単位に渡す輸送単位数
を表す。
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用語 説明 出典
コンテナ 比較的大型で反復使用に適する堅ろうな輸送用容器をい

う。

JIS Z0108 包装用語

コンテンツ 内容物。ここでは、ＳＴＡＲラベルに格納するデータエレ

メントなどをいう。

梱包 輸送を目的とした木箱容器、鉄製容器、段ボール容器など

による包装。荷造りと呼ぶこともある。（JIS Z0108 包装用
語）

覆いや縄などをかけて荷造りすること。また、その荷造り

したもの。（広辞苑）

JIS Z0108 包装用語

広辞苑

在庫拠点 倉庫、メーカー物流センターなど、商品の保管を行ってい

る拠点の総称。

最小輸送単位 輸送業務で荷物を取り扱う最小の単位をさす。通常は段ボ
ール、通い容器などの梱包が最小輸送単位となる。

ＳＴＡＲラベル 出荷時に輸送単位毎に貼付されるラベルで、出荷、輸送、

荷受などの作業において関係者が共通に使用することがで

きる。

集貨 荷送人の貨物を発送地にある物流拠点に集めること。 JIS Z0111 物流用語

集合包装 複数の物品、個装または包装貨物を１個の大型貨物にユニ

ット化し、機械による取り扱いに適するようにした包装。

JIS Z0111 物流用語

集合輸送単位 複数の輸送単位を、１つの大きな貨物にユニット化し、荷

役、輸送、保管などの取り扱いに適するようにしたもの。

受注 注文を受けること。 広辞苑

受注者 注文を受ける者。

受注番号 受注者が受注管理を行うための内部処理の番号。

出荷 荷物を積出すこと。商品を市場に出すこと。 広辞苑

出荷者 出荷業務を行い、荷物を輸送者に渡す者。

出荷場所 荷物が出荷される場所を表す。

出荷番号 出荷者が出荷管理を行うための内部処理の番号。

商品受領書 発注者が注文した商品を受け取ったことを受注者に示す文
書。「物品受領書」とも呼ばれる。

仕分け 物品を品種別、送り先方面別、顧客別などに分ける作業。 JIS Z0111 物流用語

シンボルチェッ

クキャラクタ

バーコードリーダから送信されたバーコードのデータが正

しいかどうかをチェックするために、バーコードシンボル
の種類ごとに定められた計算方法を使用し求められたチェ

ックディジットを表すシンボルキャラクタ。→データチェ

ックキャラクタ

スキャナ バーコードシンボルの光学的情報を電気的情報に変換する
装置。

ソースマーキン
グ

商品の製造段階で付けられるバーコードシンボル。

倉庫 物資を保管するための施設。倉庫業法に規定された営業倉
庫と同法の規制を受けないが倉庫営業は許可されない自家

倉庫に大別される。

JIS Z0111 物流用語

ダンズナンバー 米国ダン・アンド・ブラッドストリート社(D&B)によって各

事業体に付与された９桁の企業識別コード。現在、全世界
5,700 万を超す企業に付与されており、国際的に広く認知さ

れている。

段ボール箱 段ボールで作った箱。 JIS Z0108 包装用語

単品検品 商品の受取側で、梱包から出して商品単位に実施する検品

をいう。

中継者 通過型物流センターなどにおいて、出荷者からの荷物を受
け取り、荷受者別に荷物を仕分、発送する者。

積卸し 輸送機器などに対して物品を積込む作業および取卸す作
業。

JIS Z0111 物流用語
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積付け 物品を規則正しく積上げる一連の作業。 JIS Z0111 物流用語

積荷 船・車などに積んで運送する荷物。 広辞苑

用語 説明 出典
積荷明細書 輸送梱包に含まれる商品明細情報を出荷者が荷受者に示す

文書。

データキャリア 非接触でデータを読み取りまたは書き込みできる情報担
体。応答器、ＩＤタグともいわれ、自動データ収集技術の

一種。
情報を人、動物、または物に付加し、人、動物、または物

を特定するために利用する情報担体の総称。RFID、１次元

シンボル、２次元シンボルなどを表す。

JIS Z0111 物流用語
JIS X0500 ﾃﾞｰﾀｷｬﾘｱ用語

データチェック
キャラクタ

バーコードリーダから送信されたバーコードのデータが正
しいかどうかをチェックするために、利用者が応用例ごと

に定められた計算方法を使用し求められたチェックディジ

ットを表すシンボルキャラクタ。→シンボルチェックキャ
ラクタ

デパレタイズ パレットに積付けられた物品を取卸す作業。この作業を機

械化したデパレタイザがある。

JIS Z0111 物流用語

デバンニング 貨物コンテナなどから物品を取卸す作業。 JIS Z0111 物流用語

荷受 送って来た荷を受け取ること。 広辞苑

荷受業務 荷受者が、輸送者から荷物を受け取り、荷受確認、梱包検
品、単品検品、入庫、売場持込みなどを行うこと。

荷受者 荷物を輸送者から受取り、荷受業務を行う者。荷受人と違
い、運送契約に限らない。

荷受検品 荷受場所で、開梱せずに行う検品をいう。

荷受人 運送契約で、物品が目的地に着いた場合、自分の名を以て
運送品の引渡しを受けるべき者。

広辞苑

荷卸 積荷をおろすこと。 広辞苑

荷送人 運送契約で、物品の運送を委託する者。 広辞苑

荷姿 輸送される貨物の状態。包装されたものと、無包装のもの
とがある。

JIS Z0111 物流用語

荷ぞろえ 出荷する物品を輸送機器にすぐ積込めるようにそろえる作
業。

JIS Z0111 物流用語

２次元シンボル バーコードシンボルの情報を読むために、バーコードシン

ボルに対し、水平及び垂直の両方向を走査することによっ
て機械読み取り可能なバーコードシンボル。

荷届場所 荷物が配達される場所を表す。

荷物 運搬・運送する物品。（広辞苑）

物流業務において取り扱われる物品の概略的総称。

広辞苑

荷物受領書 運送人が貨物（荷物）を受取ったことを荷送人に示す文書、
または荷受人が貨物（荷物）を受取ったことを運送人に示

す文書。前者を「貨物受領書」、後者を「配達受領書」と呼

ぶこともある。

荷役 物流過程における物資の積卸し、運搬、積付け、取出し、
仕分け、荷ぞろえなどの作業およびこれに付随する作業。

JIS Z0111 物流用語

入庫検品 荷受した商品を倉庫に入庫する際に行われる単品ごとの検
品をいう。

納入先 発注された商品を受け取る取引者。

納品書 納品する商品の内容を発注者に通知する伝票。

バーコードシン

ボル

光学的反射率の高い部分と低い部分との組み合わせで情報

を表示し、機械読み取り可能とした情報担体の総称。１次
元シンボル、及び２次元シンボルが含まれる。

配送 貨物を物流拠点から荷受人へ送り届けること。（JIS Z0111
物流用語）

配達と発送。送りとどけること。（広辞苑）

JIS Z0111 物流用語

広辞苑
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用語 説明 出典
発送検品 出荷に当たって届けるべき商品（貨物）の種類、数量など

をチェックすること。配送伝票と商品現物の照らし合わせ

を行う。事前に検品を専門に行う場合と、配送車に積込む
ときに作業をしつつ行う場合がある。届け先で行う検品が

納品検品である。

基本ロジスティクス用語

辞典

発注 注文を発すること。 広辞苑

発注者 注文を発する者。

発注番号 発注者が発注管理を行うための内部処理の番号を示す。

パレット ユニットロードシステムを推進するために用いられ、物品
を荷役、輸送、保管するために単位数量をに取りまとめて

載せる面をもつ台。上部構造を持つものを含む。

JIS Z0111 物流用語

パレタイズ パレットに物品を積付ける作業。この作業を機械化したパ

レタイザがある。

JIS Z0111 物流用語

バンニング 貨物コンテナなどに物品を積込む作業。 JIS Z0111 物流用語

ピッキング 保管場所から必要な物品を出荷伝票などに基づいて取り出
す作業。

JIS Z0111 物流用語

平パレット 上部構造物のないフォークなどの差込口をもつパレット。 JIS Z0106 パレット用語

物流 物資を供給者から需給者へ、時間的、空間的に移動する過

程の活動。一般的には、包装、輸送、保管、荷役、流通加

工およびそれらに関連する情報の諸機能を総合的に管理す
る活動。調達物流、生産物流、販売物流、回収物流など、

対象領域を特定して呼ぶこともある。

JIS Z0111 物流用語

物流拠点 トラックターミナル、コンテナターミナル、物流センター、

倉庫、上屋など、物流の各段階に設けられる施設。

JIS Z0111 物流用語

物流商品コード

用バーコードシ
ンボル

荷役・輸送・保管のために包装した商品と入数などを表す

物流商品コードをバーコードで表現し、商品に印刷される
マーク（JIS X0502 参照）。

JIS Z0111 物流用語

物流センター 物流活動を構成する保管、ピッキング、仕分け、流通加工、
包装とこれらに関する情報の諸機能をもつ施設。流通セン

ターともいう。このうち、配送活動に特化した施設を配送
センターという。

JIS Z0111 物流用語

包装 物資の輸送、保管、取引、使用などに当たって、その価値

および状態を維持するために適切な材料、容器などを用い

て保護する技術および保護した状態。これを個装、内装お
よび外装の３種に大別する。なお、輸送を目的として物品

に施す輸送包装を梱包ともいう。

JIS Z0111 物流用語

保管 物資を一定の場所において、品質、数量の保持など適正な

管理の下である期間蔵置すること。

JIS Z0111 物流用語

ボックスパレッ
ト

上部構造物として少なくとも３面の垂直側板（網目、格子
状などを含む。）をもつパレット。その構造には固定式、取

り外し式、折りたたみ式、側面開閉式があり、ふた付きの

ものもある。

JIS Z0106 パレット用語

輸送 貨物を鉄道車両、トラック、船舶、航空機、その他の輸送

機関によって、ある地点から他の地点へ移動させること。

JIS Z0111 物流用語

輸送依頼番号 荷送人が輸送事業者に対し輸送依頼の単位に発行する管理
番号。

輸送事業者 専ら荷物の輸送を行う事業者。

輸送単位 輸配送で取り扱う荷物の単位をいう。物流センターなどに

おける商品の保管単位とは必ずしも一致しない。

ユニットロード 複数の物品又は包装貨物を、機械および器具による取り扱
いに適するように、一つの単位にまとめた貨物。

JIS Z0111 物流用語

輸配送者 荷物の輸送および配送を行う者。
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ライセンスプレ

ートナンバー

全産業界で取り扱う各輸送単位に対して、一意となるよう

に発番された識別子。輸送単位識別子ともいう。

用語 説明 出典

ロールボックス
パレット

車輪付きのボックスパレット。 JIS Z0106 パレット用語

ロケーション番

号

倉庫内での在庫商品の保管位置を管理する番号。

ロジスティクス 物資流通の活動目的を最終需要の必要条件や環境保全など
の社会課題への対応に求め、包装、輸送、保管、荷役、流

通加工およびそれらに関連する情報の諸機能を高度化し、
総合化を進めるとともに、調達、生産、販売、回収などの

分野との一体化、一元化を図る経営活動。

JIS Z0111 物流用語
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A.2 英字略語（アルファベット順）

略語 略語の内容 日本語訳または説明

ADC Automatic Data Capture ＝自動データ取得

ALIS Advanced Logistics Information System ＝高度物流情報化システム

ANSI American National Standards Institute ＝米国標準機関、または米国標

準規格(ANSI)

ASC Accredited Standards Committee

ASN Advanced Shipping Notice ＝事前出荷明細情報

ASN.1 Abstract Syntax Notation One ＝抽象構文記法１

CII Cross-Industry Information Interchange

EAN European Article Numbering ＝ＥＡＮ共通商品コード

EDI Electronic Data Interchange ＝電子データ交換

FACT Federation of Automatic Coding Technologies ＝自動コーディング技術連盟

GLN Global Location Number ＝グローバルロケーションナン

バー

IEC International Engineering Consortium

ISO International Organization for Standardization ＝国際標準化機構

JAN Japanese Article Number ＝日本の共通商品コード

JEDICOS Japan EDI for COmmerce System 流通標準ＥＤＩの名称。

（財）流通システム開発センタ
ーが開発。

JIS Japanese Industrial Standards ＝日本工業規格

JTRN Japan TraNsport 物流ＥＤＩ標準の名称。

物流ＥＤＩ推進委員会が開発。

LPN Licence Plate Number ＝ライセンスプレートナンバー

RFID Radio Frequency Identification ＝無線周波数識別

SSCC Serial Shipping Container Code

UPC Universal product Code

UCC Uniform Code Council ＝米国コードセンター

UML Unified Modeling Language ＝統一モデリング言語

UMM Unified Modeling Method ＝統一モデリング手法

UN/EDIFACT United Nations / EDI for Administration,

 Commerce and Transport

＝国連／行政、商業および輸送

に関するＥＤＩ

UN/CEFACT United Nations / Centre for Facilitation of

 Procedures and Practices for Administration,

 Commerce and Transport

＝国連／行政、商業および輸送

に関する手続と実務簡易化セン

ター

XML eXtensible Markup Language ＝拡張可能なマーク付け言語
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付属書Ｂ「ＳＴＡＲラベルのサイズ設定例と印字方向」（参考）

現在、各業界でもっとも一般的に使用されるページプリンタ（Ａ４レーザプリンタ）と

バーコードプリンタ（熱転写プリンタ・ダイレクトサーマルプリンタ）、さらに今後普及

が予測されるインクジェットプリンタを考慮し、ラベルコスト低減とラベル出力現場にお

けるラベル差し替え作業を排除するために、ＳＴＡＲラベルの標準サイズを設定する例を

以下に示す。

B.1 プリンタの標準印字幅

バーコードプリンタ（熱転写プリンタ、ダイレクトサーマルプリンタ）は、各業界・各

企業で最も多く普及している印字幅４インチを標準とすることが望ましい。ページプリン

タ（Ａ４レーザプリンタやインクジェットプリンタ）は、Ａ４サイズの印字幅297mm と210mm

の両方を標準とすることが望ましい。

図表Ｂ－１　プリンタの標準印字幅

210mm

297mm

バーコードプリンタ ページプリンタ

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm
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B.2 ＳＴＡＲラベルの印字方向

バーコードプリンタ（熱転写プリンタ・ダイレクトサーマルプリンタ）の１次元シンボ

ル印字品質を考慮し、パラレル印字を標準とすることが望ましい。

図表Ｂ－２　ラベルの印字方向

パラレル印字 シリアル印字

１次元シンボルの印字品質が安定す １次元シンボルの印字品質が劣る

用紙の

流れ方向
用紙の流れ方向
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B.3 ＳＴＡＲラベルサイズの設定例

ページプリンタ（Ａ４、レーザプリンタ）とバーコードプリンタ（熱転写プリンタ、ダ

イレクトサーマルプリンタ）が印字可能なサイズとして、タイプ１～タイプ５を設定した。

また、タイプ１ではページプリンタにおけるラベルのロスを考慮し、１枚ごとの印字が可

能なハガキサイズも対応できるように設定した。

図表Ｂ－３　ＳＴＡＲラベルサイズの設定（タイプ１）

タイプ１

297mm

148mm

105mm

210mm

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm

100±10mm

150±10mm

ページプリンタ仕様

バーコードプリンタ仕様

90～107mm

140～154mm

ハガキ

※郵便葉書のサイズは
100mm×148mm
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図表Ｂ－４　ＳＴＡＲラベルサイズの設定（タイプ２）

タイプ２

210mm

105mm

297mm

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm

ページプリンタ仕様

バーコードプリンタ仕様

100±10mm

100±10mm

99mm
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図表Ｂ－５　ＳＴＡＲラベルサイズの設定（タイプ３）

タイプ３

210mm

99mm

297mm

200±10mm

100±10mm

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm

ページプリンタ仕様

バーコードプリンタ仕様
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図表Ｂ－６　ＳＴＡＲラベルサイズの設定（タイプ４）

タイプ４

210mm

105mm

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm

ページプリンタ仕様

バーコードプリンタ仕様

100±10mm

74.25mm

297mm

75±5mm
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図表Ｂ－７　ＳＴＡＲラベルサイズの設定（タイプ５）

タイプ５

210mm

105mm

任意で
設定可能

４ｲﾝﾁ
101.6mm

ページプリンタ仕様

バーコードプリンタ仕様

49.5mm

297mm

50±10mm

100±10mm
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図表Ｂ－８　ＳＴＡＲラベルのサイズ例

75±5mm

100±10mm

200±10mm

100±10mm

100±10mm

100±10mm100±10mm

150±10mm

タイプ１

タイプ３

タイプ２

タイプ４

50±5mm

100±10mm

タイプ５
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付属書Ｃ 「CII/ADC ガイドライン」（規範）

「CII シンタックスルールに基づくデータを高容量 ADC メディアに格納する際（CII/ADC）の

ガイド（ドラフト第１版）」）（平成 12 年 12 月 20 日、財団法人日本情報処理開発協会 電子商取

引推進センター）を以下に示す。
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CII シンタックスルールに基づくデータを

高容量ADCメディアに格納する際（CII/ADC）のガイド

（ドラフト第１版）

平成１２年１２月２０日

財団法人日本情報処理開発協会

電子商取引推進センター
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１．適用範囲

本ガイドは、ISO/IEC15434 に規定されたフォーマット識別子「０８」に適合して、CII シ

ンタックスルールにしたがって構成されたデータを、高容量 ADC メディアに格納する場合

（CII/ADC）に限り、CII シンタックスルールの仕様を一部変更して運用するための技術的

項目を記述したものである。本ガイドに記述された内容は通常の電子データ交換（EDI）に

適用してはならない。

２． 引用規格

JIS X 7012-1:1999

ISO/IEC 15434

３． 使用文字コード

JIS X 7012-1:1999 の規定による。（JIS X 0201 及び JIS X 0208）

４．データ構造

４．１　TFD 領域

CII/ADC では、JIS X 7012-1:1999 に規定された伝送形式データ（ＴＦＤ：Transfer Form Data）

領域のみを格納する。

TFD 領域は、TFD 領域開始子 0x’F0’で始まり、TFD 領域終端子0x’FE’で終わる。

0x’F0’ ＴＦＤ　１ ＴＦＤ　２ ・・・・・・・ ＴＦＤ　ｎ 0x’FE’

　　　　　　　　　　　　図１　TFD 領域の構造

４．２ ＴＦＤ要素

ＴＦＤ要素は，通信上で可変長データ要素を取扱う形式。ＴＦＤは，データタグ，長さタグ及び可変

長データ要素を，一つづつ左から順番に隙間なく並べたデータ列である。

CII シンタックスルールでは、データ要素は TFD 形式で表す。TFD の構造は図２のとおり

である。

データタグ 長さタグ データ要素値

　　　　　　　　　　　　図２　TFD 要素の構造

　　CII シンタックスルールでは、データタグ、長さタグはバイナリである。したがって、CII/ADC

では「バイナリーエンコード」を用いるものとする。「バイナリエンコード」は PDF417、

MaxiCode、Data Matrix、QR Code のいずれにも使用可能である。

４．３　データタグの構造

４．３．１　データタグの長さ

データタグは，1バイト，2バイト又は3バイトの長さのバイナリデータであり，その長

さは最初の1バイト（左端の1バイト）の値によって決まる。表１に，データタグの最初の

1バイトの値とデータタグの長さの関係を示す。
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　　　　　　　表１　データタグの最初の1バイトの値とデータタグの長さ

データタグの最初の1バイトの値 データタグの長さ

0x’00’～0x’EF’ 2 バイト

0x’F0’ 1 バイト

0x’F1’～0x’F7’ 3 バイト

0x’F8’～0x’F9’ 未定義（将来の機能拡張用）

0x’FA’ 2 バイト

0x’FB’， 0x’FC’ 1 バイト

0x’FD’ 3 バイト

0x’FE’ 1 バイト

0x’FF’ 未定義（将来の機能拡張用）

データタグの最初の1バイトの値が，F8，F9及びFFのデータタグは，長さ及び機能ともに未定義で

あり，将来の機能拡張用に予約されている。将来の機能拡張のときに，長さが決定される。

４．３．２　データタグの種類

データタグには，利用者データタグと制御データタグの２種類がある。

データタグの最初の 1 バイトの値によって，データタグの種類が決まる。表２に，データタグの

最初の1バイトの値とデータタグの種類の関係を示す。

　　　　　　表２　データタグの最初の1バイトの値とデータタグの種類

４．３．３　利用者データタグの機能

利用者データタグは，その値によって，可変長データ要素の識別と意味の識別を行う。利用者

データタグの値はデータタグ番号と言い，次に示す意味を持つ。

ａ）利用者データタグの長さが2バイトのときは，１６ビット符号無２進数としての値で，０

～６１４３９（0x’0000’～0x’EFFF’）のデータタグ番号を表す。

ｂ）利用者データタグの長さが 3 バイトのときは，右側１９ビット（下位１９ビット）の符号

無２進数としての値で，６５５３６～５２４２８７（0x’F10000’～0x’F7FFFF’：上位５ビットは

無視する）のデータタグ番号を表す。

４．３．４　制御データタグの機能

制御データタグは，メッセージ内ＴＦＤ領域内の状態制御を行う。

ａ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’F0’のとき

ＴＦＤ領域の先頭に置かれ，ＴＦＤ領域を開始するＴＦＤ領域開始子である。

ｂ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’FA’のとき

マルチ明細の先頭に置かれ，マルチ明細を開始するＡ形マルチ明細見出しである。Ａ形マ

データタグの最初

の1バイトの値

データタグの種類

0x’00’～0x’EF’ 利用者データタグ（2バイトデータタグ）

0x’F0’ TFD領域開始子

0x’F1’～0x’F7’ 利用者データタグ（3バイトデータタグ）

0x’F8’～0x’F9’ 未定義

0x’FA’ Ａ形マルチ明細見出し（1バイト明細番号）

0x’FB’ 改行指示子

0x’FC’ マルチ明細終端子

0x’FD’ Ｄ形マルチ明細見出し（2バイト明細番号）

0x’FE’ TFD領域終端子

0x’FF’ 未定義



- 127 -

ルチ明細見出しの長さは2バイトあり，第２バイト目の値によって明細番号を表す。明細番

号として，0x’31’～0x’7E’までの値の使用を可能とする。

ｃ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’FB’のとき

マルチ明細の途中に置かれ，繰返し要素の繰返しを指示する改行指示子である。

ｄ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’FC’のとき

マルチ明細の末尾に置かれ，マルチ明細を終了させるマルチ明細終端子である。

ｅ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’FD’のとき

マルチ明細の先頭に置かれ，マルチ明細を開始するＤ形マルチ明細見出しである。Ｄ形マ

ルチ明細見出しの長さは3バイトあり，第２バイト目から第3バイト目の値によって明細番

号を表す。明細番号として，0x’000A’～0x’EFFF’までの値の使用を可能とする。

ｆ）制御データタグの最初の1バイトの値が0x’FE’のとき

ＴＦＤ領域の末尾に置かれ，ＴＦＤ領域を終了させるＴＦＤ領域終端子である。

４．４　長さタグの構造

長さタグは，利用者データタグと一緒に用いられ，可変長データ要素の長さを特定する。長さタグは，

1バイト又は2バイトのバイナリデータで，可変長データ要素の実長を表す。長さタグ自身の長さは、1

バイトか又は3バイトであり，1バイトか3バイトかは，長さタグの最初の1バイトの値で決まる。

ａ）長さタグの最初の1バイトの値が0x’00’～0x’FE’のときは，長さ1バイトである。

ｂ）長さタグの最初の1バイトの値が0x’F2’のときは，長さ3バイトである。

長さ1バイトの長さタグは，1バイトのバイナリ（符号無２進数）で，それに引続く可変長データ要素

の実長をバイト数で表し，０～２３９（0x’00’～0x’EF’）バイトの範囲の長さを表現する。

長さ3バイトの長さタグは，2バイト目から3バイト目で示す2バイトのバイナリ（符号無２進数）で，

それに引続く可変長データ要素の実長をバイト数で表し，０～３２７６７（0x’0000’～0x’7FFF’）バイトの

範囲の長さを表現する。

長さタグが，小数点明示形符号付可変長数字データ列データ要素の長さを表す場合には，正負の符号

及び小数点を含む数字データ列の長さを表す。

５．フォーマットヘッダ

ISO/IEC 15434 の規定では、フォーマットヘッダは以下のように表現される。

　　　08vvvvrrnn

CII/ADC では、vvvvrrnn には CIIシンタックスルールに規定されている BPID機関コード、B

PID サブ機関コード、BPID 版をそれぞれ対応させる。

６．情報区分コードの表示

ISO/IEC 15434 の規定には、高容量 ADC メディアに格納されるデータの内容に種別を識別す

る情報が含まれていない。同一の BPID を有する機関が、複数種類の情報を高容量 ADCメディ

アに格納し、これを識別可能とするため、TFD エリアの先頭の利用者データ要素（TFD 領域開

始子の直後の利用者データ要素）には必ず情報区分コードを格納しなければならない。
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附属書1　データタグ及び長さタグに関する注記

　１．　2000年12月の時点で、3バイトデータタグの領域を割り当てられた業界はない。したがって、全て

の業界の利用者データタグ（タグ番号）は2バイトのバイナリデータで表現することが出来る。

　２．　2000年12月の時点で、ADCメディアのデータ容量は実用的な範囲では、1キロバイト以下と考えら

れる。したがって、1つのデータ要素の最大長は、２３９バイト以下とすることが望ましい。電子デー

タ交換の標準メッセージ仕様において２３９バイト以上の最大長を有するデータエレメントであっても、

CII/ADCを適応する場合には、最大長を２３９バイト以下に変更することを推奨する。この推奨に従え

ば、全ての長さタグを1バイトのバイナリデータで表現することが出来る。

附属書２　データのサンプル

CII/ADCのデータのサンプルを次に示す。各行の右端のコメント及びデータ中の改行及び空白は見易さのた

めに挿入したもので、現実のデータにこれらは含まれない。

データ コメント（太字は制御データタグ）

08JTRNFF2C

0x’F0’ TFD 領域開始子

0x’0002’ 0x’04’ 3001 情報区分コード

0x’0009’ 0x’01’ 1 訂正コード

0x’772E’ 0x’08’ 19990727 着荷指定日

0x’7532’ 0x’0F’ 502045072790001 運送送り状番号

0x’76C2’ 0x’1C’ 財団法人日本情報処理開発協会 荷届先名

0x’7762’ 0x’1A’ 東京都江東区青梅２－４５タイム２４ビル 荷届先住所

0x’7596’ 0x’16’ 電子商取引推進センター 荷送人名

0x’FA31’ マルチ明細見出し（明細番号１）

0x’77B0’ 0x’04’ 書籍 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’01’ 3 個数

0x’FB’ 改行指示子

0x’77B0’ 0x’04’ 雑誌 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’02’ 50 個数

0x’FB’ 改行指示子

0x’77B0’ 0x’06’ 文房具 運送品標記用品名

0x’7822’ 0x’03’ 152 個数

0x’FC’ マルチ明細終端子

0x’FE’ TFD 領域終端子
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付属書Ｄ 「ＳＴＡＲラベルに関わる物流ビジネスモデル」（参考）

D.1 アクティビティ図

ＳＴＡＲラベルに関する物流ビジネスモデルのビジネスドメイン（対象とする物流

業務全体）のアクティビティ図を、図表Ｄ－１と図表Ｄ－２に示す。

図表Ｄ－１は中継者経由のアクティビティ図であり、図表Ｄ－２は中継者経由なし

のアクティビティ図である。
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図表Ｄ－１　ビジネスドメイン・アクティビティ図（中継者経由有り）

発 注 者 受 注 者

注 文 を す る

出 荷 者 輸 配 送 者 （ そ の １ ）

受 注 す る

荷 物 を 積 込 む

荷 受 者中 継 者

荷 物 を 積 込 む

中 継 仕 分 を す る

出 荷 を 指 示 す る

荷 物 を 荷 卸 す る

中 継 荷 受 を す る

出 荷 仕 分 を す る

出 荷 発 送 を す る

中 継 発 送 を す る

荷 受 す る荷 物 を 荷 卸 す る

入 庫 仕 分 す る

入 庫 す る

出 庫 す る

中 継 出 荷 を 指 示 す る

輸 配 送 者 （ そ の ２ ）
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図表Ｄ－２　ビジネスドメイン・アクティビティ図（中継者経由なし）

発 注 者 受 注 者

注 文 を す る

出 荷 者 輸 配 送 者

受 注 す る

荷 物 を 積 込 む

荷 受 者

出 荷 を 指 示 す る

荷 物 を 荷 卸 す る

出 荷 仕 分 を す る

出 荷 発 送 を す る

荷 受 す る

入 庫 仕 分 す る

入 庫 す る

出 庫 す る
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D.2 シナリオ

ＳＴＡＲラベルに関する物流ビジネスモデルのビジネスドメイン（対象とする物流業務

全体）のシナリオを、図表Ｄ－３に示す。図表Ｄ－３は、中継者を経由する場合のシナリ

オを示している。
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図表Ｄ－３  ビジネスドメインのシナリオ

シナリオ名 ＳＴＡＲラベルに関わる物流業務

シナリオ説明 出荷者から出荷した荷物を、中継者を介して荷受者に引渡す。

初期状態 発注者、受注者、出荷者、中継者、荷受者
輸配送者＝中継者までの輸配送者、輸配送者＝荷受者までの輸配送者

商品

1.受注 1-1.受注者が、発注者からの受注情報を受信し、出荷者に送付する。

2.出荷指示 2-1.出荷者が、受注情報を基に出荷情報を作成する。
2-2.出荷者が、出荷情報を基に輸配送依頼情報を作成し輸配送者に送

信する。

3. 出庫 3-1.出荷者が、出荷情報を基に商品を出庫する。

3-2.出庫した商品を梱包し、ＳＴＡＲラベルを貼付する。

4.出荷仕分 4-1.出荷者が、出荷情報とＳＴＡＲラベルを基に輸送単位を仕分する。

5.出荷発送 5-1.出荷者が、出荷情報とＳＴＡＲラベルを基に発送作業を行い、輸

配送者に輸送単位を引渡す。
5-2.出荷者が、出荷情報を基に事前出荷明細情報を作成し、中継者に

送信する。

6.輸配送積込

（その１）

6-1.輸配送者が、出荷者からの輸配送依頼情報を受信する。

6-2.輸配送者が、輸配送依頼情報とＳＴＡＲラベルを基に出荷者から
輸送単位を受取る。

7.輸配送荷卸
（その１）

7-1.輸配送者が、輸配送依頼情報とＳＴＡＲラベルを基に中継者に輸
送単位を引渡す。

8.中継出荷指示 8-1.中継者が、出荷者からの事前出荷明細情報を受信する。

8-2.中継者が、事前出荷明細情報を基に中継出荷情報を作成する。

8-3.中継者が、中継出荷情報を基に輸配送依頼情報を作成し、輸配送
者に送信する。

9.中継荷受 9-1.中継者が、事前出荷明細情報とＳＴＡＲラベルを基に輸配送者か

ら輸送単位を受取る。

10.中継仕分 10-1.中継者が、中継出荷情報とＳＴＡＲラベルを基に輸送単位を仕分

する。

11.中継発送 11-1.中継者が、中継出荷情報とＳＴＡＲラベルを基に発送作業を行
い、輸配送者に輸送単位を引渡す。

11-2.中継者が、中継出荷情報を基に事前出荷明細情報を作成し、荷受
者に送信する。

12.輸配送積込
（その２）

12-1.輸配送者が、中継者からの輸配送依頼情報を受信する。
12-2.輸配送者が、輸配送依頼情報とＳＴＡＲラベルを基に中継者から

輸送単位を受取る。

13.輸配送荷卸

（その２）

13-1.輸配送者が、輸配送依頼情報とＳＴＡＲラベルを基に荷受者に輸

送単位を引渡す。

14.荷受 14-1.荷受者が、中継者からの事前出荷明細情報を受信する。

14-2.荷受者が、事前出荷明細情報とＳＴＡＲラベルを基に輸配送者か
ら輸送単位を受取る。

15.入庫仕分 15-1.中継者が、事前出荷明細情報とＳＴＡＲラベルを基に輸送単位を
仕分する。

ステップ

16.入庫 16-1.荷受者が、事前出荷明細情報とＳＴＡＲラベルを基に商品を入庫

する。
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D.3 オブジェクト図およびコラボレーション図

ＳＴＡＲラベルに関する物流ビジネスモデルのビジネスドメイン（対象とする物流業務

全体）のオブジェクト図とコラボレーション図を、図表Ｄ－４と図表Ｄ－５に示す。
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図表Ｄ－４  ビジネスドメインのオブジェクト図

受注者発注者 出荷者

中継者までの輸配送者向け輸配送依頼情報 : 
輸配送依頼情報 中継者までの輸配送者 : 

輸配送者

商品 輸送単位

輸送ラベル

中継者への事前出荷明細情報 : 
事前出荷明細情報

中継者

中継出荷情報

荷受者までの輸配送者向け輸配送依頼情報 : 
輸配送依頼情報

荷受者までの輸配送者 : 
輸配送者

荷受者

出荷情報

荷受者への事前出荷明細情報 : 
事前出荷明細情報
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図表Ｄ－５  ビジネスドメインのコラボレーション図

受注者発注者 出荷者

中継者までの輸配送者向け輸配送依頼情報 : 
輸配送依頼情報

中継者までの輸配送者 : 
輸配送者

商品 輸送単位

輸送ラベル

中継者への事前出荷明細情報 : 
事前出荷明細情報

中継者

中継出荷情報

荷受者までの輸配送者向け輸配送依頼情報 : 
輸配送依頼情報

荷受者までの輸配送者 : 
輸配送者

荷受者

出荷情報

1: 受注情報を受信する（）

12: 受信する（中継者までの輸配送者向け輸配送依頼情報）

14: 受信する（中継者
への事前出荷明細

情報）

荷受者への事前出荷明細情報 : 
事前出荷明細情報

21: 受信する（荷受者までの輸配送者向け輸配送依頼情報）

23: 受信する（荷受
者への事前出荷
明細情報）

2: 作成する（）

3: 作成する（）

4: 送信する（中継者までの輸配
送者向け輸配送依頼情報）

9: 引き渡す（輸送単位）

5: 出庫する（）

6: 作成する（）

7: 貼付する（輸送ラベル）

8: 仕分する（）

10: 作成する（）

11: 送信する（中継者への事前出
荷明細情報）

13: 引き渡す（輸送単位）

22: 引き渡す（輸送単位）

24: 仕分する（） 25: 入庫する（）

15: 作成する（）

16: 作成する（）

17: 送信する（荷受者ま
での輸配送者向け輸
配送依頼情報）

19: 引き渡す（輸
送単位）

18: 仕分する（）

20: 作成する（）
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